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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析物センサシステムと前記分析物センサシステムから無線で受信した分析物値を表示
することができる複数の表示デバイスとの間の無線データ通信のための方法であって、
　第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送することと、
　第１の表示デバイスから第１のデータ接続要求を受信することと、
　前記第１の表示デバイスが、１つまたは複数の許可される表示デバイスを含む第１のリ
ストに特定されることを判定するにあたり、
　　前記第１の表示デバイスとの第１のデータ接続を確立することと、
　　異なる表示デバイスを現在アクティブな表示デバイスとして特定する情報を第２のリ
ストから読み出し、前記情報を前記第1の表示デバイスに伝送することと、
　　前記第１の表示デバイスが新たに選択されたアクティブな表示デバイスであることを
示す第１の信号を、前記第１の表示デバイスから受信することと、
　　前記第１の表示デバイスが前記現在アクティブな表示デバイスであることを示すよう
に前記第２のリストを変更することと、
　前記第１の表示デバイスが前記第１のリストに特定されないことを判定するにあたり、
　前記第１の表示デバイスからの前記第１のデータ接続要求を拒絶するために、接続要求
を停止させる信号を前記第１の表示デバイスに伝送することと、を含む、前記方法。
【請求項２】
　分析物センサシステムであって、前記分析物センサシステムから無線で受信した分析物
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値を表示することができる複数の表示デバイスとの無線データ通信のために構成され、
　分析物センサと、
　許可される１つまたは複数の表示デバイスを特定する第１のリストを記憶するためのメ
モリと、
　前記表示デバイスのトランシーバに無線信号を伝送し及び前記表示デバイスの前記トラ
ンシーバから前記無線信号を受信するように構成されるトランシーバと、
　前記分析物センサ、前記メモリ、及び前記トランシーバに操作可能に連結されたプロセ
ッサであって、
　　前記トランシーバに、第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送させることと、
　　第１の表示デバイスから第１のデータ接続要求を受信することと、
　　前記第１の表示デバイスが前記第１のリストに特定されることを判定するにあたり、
　　　前記第１の表示デバイスとの第１のデータ接続を確立することと、
　　　異なる表示デバイスを現在アクティブな表示デバイスとして特定する情報を第２の
リストから読み出し、前記情報を前記第1の表示デバイスに伝送することと、
　　　前記第１の表示デバイスが新たに選択されたアクティブな表示デバイスであること
を示す第１の信号を、前記第１の表示デバイスから受信することと、
　　　前記第１の表示デバイスが前記現在アクティブな表示デバイスであることを示すよ
うに前記第２のリストを変更することと、
　　前記第１の表示デバイスが前記第１のリストに特定されないことを判定するにあたり
、
　　前記第１の表示デバイスからの前記データ接続要求を拒絶するために、接続要求を停
止させる信号を前記第１の表示デバイスに伝送することと、を行うように構成される、プ
ロセッサと、を備える、分析物センサシステム。
【請求項３】
　前記分析物センサは、連続的グルコースセンサである、請求項２に記載の分析物センサ
システム。
【請求項４】
　前記複数の表示デバイスは、カスタム分析物監視デバイス、または、モバイルデバイス
またはスマートウォッチを含む、請求項２または３に記載の分析物センサシステム。
【請求項５】
　前記無線データ通信は、短距離かつ低電力の無線通信プロトコルを用いる、請求項２ま
たは３に記載の分析物センサシステム。
【請求項６】
　前記プロセッサは、リンク層（ＬＬ）コントローラである、請求項２または３に記載の
分析物センサシステム。
【請求項７】
　分析物値を前記第１の表示デバイスに伝送するように構成された、請求項６に記載の分
析物センサシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の参照による組み込み
　出願データシートに特定されるありとあらゆる優先権の主張またはそれに対するあらゆ
る補正は、３７　ＣＦＲ　１．５７の下に参照により本明細書に組み込まれる。本出願は
、２０１３年１１月７日に出願された米国仮出願第６１／９０１，３５８号の利益を主張
する。前述の出願は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれ、本明細書において明
示的に本明細書の一部をなす。
【０００２】
　分析物センサシステムから受信される分析物値の連続的監視のためのシステム及び方法
が提供される。
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【背景技術】
【０００３】
　真性糖尿病は、膵臓が十分なインスリンを作り出すことができない（Ｉ型もしくはイン
スリン依存性）、及び／またはインスリンが有効でない（２型もしくは非インスリン依存
性）障害である。糖尿病状態において、罹患者は、高血糖を患い、これは、微小血管の劣
化と関連する一連の生理学的障害（腎不全、皮膚潰瘍、または眼の硝子体への出血）を引
き起こす。低血糖反応（低血糖）は、インスリンの不注意な過剰摂取、またはインスリン
もしくはグルコース低下剤の通常投薬後の極端な運動もしくは不十分な食物摂取によって
引き起こされ得る。
【０００４】
　従来的には、糖尿病の人は、自己監視式血中グルコース（ＳＭＢＧ）モニタを担持し、
これは、典型的に、不快な指の穿刺による方法を要する。快適さ及び便利さの欠如のため
、糖尿病を患う人物は、通常、１日に２～４回グルコースレベルを測定するだけとなる。
残念なことに、これらの間隔は非常に離れているため、糖尿病を患う人物が、気づくのが
遅すぎてしばしば高血糖または低血糖の状態の危険な副作用を被ることになる。実際、糖
尿病患者がＳＭＢＧ値を適時に取得する傾向にないだけでなく、糖尿病患者は、従来の方
法に基づいて彼らのグルコース値が上昇している（より高くなっている）か、または下が
っている（より低くなっている）かもわからないであろう。
【０００５】
　結果として、種々の非侵襲的、経真皮（例えば、経皮）、及び／または埋め込み可能な
電気化学的センサが、血中グルコース値を連続的に検出及び／または定量化するために開
発されている。これらのデバイスは、概して、ディスプレイを含み得るリモートデバイス
での後続の分析のために、原データまたは最小限に加工されたデータを伝送する。
【発明の概要】
【０００６】
　本明細書に記載される主題の１つ以上の実装の詳細は、添付の図面及び以下の説明に記
載される。他の特徴、態様、及び利点は、説明、図面、及び特許請求の範囲から明らかと
なろう。添付の図面の相対的な寸法は、縮尺通りではない場合があることに留意されたい
。
【０００７】
　第１の態様において、分析物センサシステムと分析物センサシステムから分析物値を無
線で受信することができるモバイルデバイスとの間の無線データ通信のための方法が、提
供される。本方法は、モバイルデバイス上で起動するカスタムアプリケーションを介して
モバイルデバイスのユーザによって入力される、分析物センサシステムのトランシーバと
関連する識別情報を記憶すること、カスタムアプリケーションをバックグラウンドモード
に入らせること、アドバタイズメント信号を検索すること、トランシーバからアドバタイ
ズメント信号を受信すること、識別情報に基づいてトランシーバを認証すること、カスタ
ムアプリケーションをフォアグラウンドモードにするようにユーザに促すこと、カスタム
アプリケーションに、トランシーバとのデータ接続が所望されることに関してユーザの確
認を要求させること、ユーザから確認を受信すること、及びトランシーバとのデータ接続
を完了させることを含み得る。
【０００８】
　特に第１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１の態様のある特定の実
装において、本方法は、トランシーバから分析物値を受信すること、トランシーバとのデ
ータ接続を終了させること、停止モードに入ること、所定の時間の後に停止モードを退出
すること、及びトランシーバからのアドバタイズメント信号を検索することをさらに含み
得る。
【０００９】
　特に第１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１の態様のある特定の実
装において、認証ステップは、トランシーバからチャレンジ値を要求すること、トランシ
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ーバからチャレンジ値を受信すること、チャレンジ値及び識別情報からハッシュ値を生成
すること、トランシーバにハッシュ値を伝送すること、及びトランシーバから認証の成功
を示す確認を受信することを含み得る。
【００１０】
　特に第１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１の態様のある特定の実
装において、本方法は、過剰なメモリがカスタムアプリケーションによって使用されてい
ることを判定すること、カスタムアプリケーションをサスペンド状態に入らせること、カ
スタムアプリケーションがトランシーバからのアドバタイズメント信号を検索することが
予測される次のスケジュール時間を判定すること、及び次のスケジュール時間の前にカス
タムアプリケーションをサスペンド状態から退出させることをさらに含み得る。
【００１１】
　第２の態様において、分析物センサシステムとの無線データ通信のために構成されるモ
バイルデバイスが提供され、これは、ユーザインターフェースと、無線信号を伝送及び受
信するための無線ユニットと、１つ以上のトランシーバと関連する識別情報及びユーザイ
ンターフェースを介してモバイルデバイスのユーザと対話するように構成されるカスタム
アプリケーションを記憶するためのメモリと、ユーザインターフェース、無線ユニット、
及びメモリに操作可能に連結され、カスタムアプリケーションをバックグラウンドモード
に入らせ、無線ユニットにアドバタイズメント信号を検索させ、アドバタイズメント信号
がトランシーバから受信された場合に、ユーザが入力したトランシーバと関連する識別情
報に基づいて分析物センサシステムのトランシーバの認証手順を行い、カスタムアプリケ
ーションをフォアグラウンドモードにするようにユーザに第１の通知を発行し、カスタム
アプリケーションに、トランシーバとのデータ接続が所望されることに関する確認をユー
ザに要求する第２の通知を発行させ、確認が受信されるとトランシーバとのデータ接続を
完了させるように構成される、プロセッサと、を備える。
【００１２】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、分析物センサシステムは、連続的グルコースセンサシステムであり得る。
【００１３】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、ユーザインターフェースは、音声ユーザインターフェースを含み得る。
【００１４】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、ユーザインターフェースは、タッチスクリーンディスプレイを含み得る。
【００１５】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、第１の通知は、タッチスクリーンディスプレイに表示されるポップアップメ
ニューであり得る。
【００１６】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、無線データ通信は、短距離かつ低電力の無線通信のために設計される通信プ
ロトコルを用い得る。
【００１７】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、過剰なメモリ空間がカスタムアプリケーションによっ
て使用されていることを判定し、カスタムアプリケーションをサスペンド状態に入らせ、
モバイルデバイスがトランシーバからの次のアドバタイズメント信号を検索することが予
測されるスケジュール時間の前にカスタムアプリケーションをサスペンド状態から退出さ
せ、カスタムアプリケーションに、バックグラウンドモードで次のアドバタイズメント信
号を検索させるように構成され得る。
【００１８】
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　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、過剰なメモリがカスタムアプリケーションによって使
用されていることを判定し、カスタムアプリケーションをサスペンド状態に入らせ、トラ
ンシーバが一連のアドバタイズメント信号の伝送を開始することが予測される次のスケジ
ュール時間を判定し、次のスケジュール時間の前にカスタムアプリケーションをサスペン
ド状態から退出させ、無線ユニットにアドバタイズメント信号を検索させるように構成さ
れ得る。
【００１９】
　特に第２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第２の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、過剰なメモリがカスタムアプリケーションによって使
用されていることを判定し、カスタムアプリケーションをサスペンド状態に入らせ、トラ
ンシーバが一連のアドバタイズメント信号の伝送を開始することが予測される次のスケジ
ュール時間を判定し、無線装置に、カスタムアプリケーションが依然としてサスペンド状
態にある間に次のスケジュール時間にアドバタイズメント信号を検索させるように構成さ
れ得る。
【００２０】
　第３の態様において、分析物センサシステムと分析物センサシステムから分析物値を無
線で受信することができるモバイルデバイスとの間の無線データ通信のための方法が提供
され、この方法は、第１の時間に開始する第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送す
ること、第２の時間にモバイルデバイスからデータ接続要求を受信すること、モバイルデ
バイスとのデータ接続を確立すること、第２の時間と第１の時間との間の差を示す接続イ
ンターバルをモバイルデバイスに伝送すること、分析物値を伝送すること、モバイルデバ
イスとのデータ接続を終了させること、及び分析物センサシステムのトランシーバをスリ
ープ状態に入らせることを含む。
【００２１】
　特に第３の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第３の態様のある特定の実
装において、本方法は、所定の時間の後にトランシーバをスリープモードから退出させる
こと、及び第２の一連のアドバタイズメント信号を伝送することをさらに含み得る。
【００２２】
　特に第３の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第３の態様のある特定の実
装において、所定の時間は、約２００～４００秒であり得る。
【００２３】
　特に第３の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第３の態様のある特定の実
装において、分析物値は、トランシーバが以前のスリープモードにあった間に取得された
分析物測定値に基づき得る。
【００２４】
　第４の態様において、分析物センサシステムと分析物センサシステムから分析物値を無
線で受信することができるモバイルデバイスとの間の無線データ通信のための方法が提供
され、この方法は、アドバタイズメント信号を検索すること、分析物センサシステムのト
ランシーバからアドバタイズメント信号を受信すること、トランシーバにデータ接続要求
を伝送すること、データ接続要求が承認された場合にトランシーバとのデータ接続を確立
すること、トランシーバが一連のアドバタイズメント信号の伝送を開始した第１の時間と
トランシーバがモバイルデバイスからデータ接続要求を受信した第２の時間との間の差を
示す接続インターバルを受信すること、トランシーバから分析物値を受信すること、トラ
ンシーバとのデータ接続を終了させ、それによって、トランシーバをスリープモードに入
らせること、モバイルデバイスがトランシーバと通信しない、停止モードに入ること、接
続インターバルに少なくとも部分的に基づいて、モバイルデバイスが停止モードを退出す
る退出時間を計算すること、退出時間に停止モードを退出すること、停止モードを退出し
た後にアドバタイズメント信号を検索することを含む。
【００２５】
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　特に第４の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第４の態様のある特定の実
装において、分析物値は、トランシーバが以前のスリープモードにあった間に取得された
分析物測定値に基づき得る。
【００２６】
　特に第４の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第４の態様のある特定の実
装において、退出時間は、現在の時間＋更新インターバル－接続インターバル－通知遅延
－セーフガードによって得ることができ、更新インターバルは、トランシーバとモバイル
デバイスとの間の２つの連続した無線通信セッション間の期間であり得る。
【００２７】
　特に第４の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第４の態様のある特定の実
装において、更新インターバルは、約２００～４００秒であり得る。
【００２８】
　特に第４の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第４の態様のある特定の実
装において、接続インターバルは、約９０～３００ミリ秒であり得る。
【００２９】
　特に第４の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第４の態様のある特定の実
装において、通知遅延は、約１００～３００ミリ秒であり得、セーフガードは、典型的に
は約３００～７００ミリ秒である。
【００３０】
　第５の態様において、モバイルデバイスとの無線データ通信のために構成される分析物
センサシステムが提供され、これは、分析物センサと、無線信号を伝送及び受信するよう
に構成されるトランシーバと、分析物センサ及びトランシーバに操作可能に連結され、ト
ランシーバに、一連のアドバタイズメント信号を伝送させ、モバイルデバイスからデータ
接続要求を受信し、トランシーバに、モバイルデバイスの無線ユニットとのデータ接続を
確立させ、トランシーバに、モバイルデバイスが停止モードを退出してアドバタイズメン
ト信号の検索を開始する退出時間を計算するためにモバイルデバイスが使用するための接
続インターバルを伝送させ、トランシーバに、分析物値を伝送させ、トランシーバにデー
タ接続を終了させ、トランシーバをスリープモードに入らせるように構成される、プロセ
ッサと、を備える。
【００３１】
　特に第５の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第５の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、所定の期間の後にトランシーバをスリープモードから
退出させ、トランシーバに、第２の一連のアドバタイズメント信号を伝送させるように構
成され得る。
【００３２】
　特に第５の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第５の態様のある特定の実
装において、接続インターバルは、トランシーバが一連のアドバタイズメント信号の伝送
を開始した第１の時間と、トランシーバがモバイルデバイスからデータ接続要求を受信し
た第２の時間との間の差の関数であり得る。
【００３３】
　特に第５の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第５の態様のある特定の実
装において、分析物センサは、連続的グルコースセンサであり得る。
【００３４】
　第６の態様において、分析物センサシステムとの無線データ通信のために構成されるモ
バイルデバイスが提供され、このモバイルデバイスは、カスタムアプリケーションを記憶
するためのメモリと、無線信号を伝送及び受信するための無線ユニットと、メモリ及び無
線ユニットに操作可能に連結され、無線ユニットにアドバタイズメント信号を検索させ、
分析物センサシステムと関連するトランシーバからアドバタイズメント信号を受信し、無
線ユニットに、トランシーバにデータ接続要求を伝送させ、トランシーバからデータ接続
要求の承認を受信し、無線ユニットにトランシーバとのデータ接続を確立させ、トランシ
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ーバによる一連のアドバタイズメント信号の伝送の開始と、トランシーバによるデータ接
続要求の受信との間で経過した時間の量を示す接続インターバルを受信し、無線ユニット
にトランシーバとのデータ接続を終了させ、無線ユニットをトランシーバと通信しない停
止モードに入らせ、接続インターバルに少なくとも部分的に基づいて退出時間を計算し、
退出時間に無線ユニットを停止モードから退出させ、停止モードを退出した後に無線ユニ
ットにアドバタイズメント信号を検索させるように構成される、プロセッサと、を備える
。
【００３５】
　特に第６の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第６のある特定の実装にお
いて、分析物センサシステムは、連続的グルコースセンサシステムであり得る。
【００３６】
　特に第６の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第６のある特定の実装にお
いて、モバイルデバイスは、携帯電話であり得る。
【００３７】
　特に第６の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第６のある特定の実装にお
いて、退出時間は、現在の時間＋更新インターバル－接続時間－通知遅延－セーブガード
によって得ることができ、更新インターバルは、トランシーバとモバイルデバイスとの間
の２つの連続した通信セッション間の期間であり得る。
【００３８】
　第７の態様において、分析物センサシステムと分析物センサシステムから無線で受信し
た分析物値を表示することができる表示デバイスとの間の無線データ通信のための方法が
提供され、この方法は、第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送すること、第１の表
示デバイスから第１のデータ接続要求を受信すること、第１の表示デバイスが単一の許可
される表示デバイスを含むためのリストに特定されるかどうかを判定すること、及び第１
の表示デバイスがリストに特定されない場合に、無線ハードウェアレベルで第１の表示デ
バイスからの第１のデータ接続要求を拒絶することを含む。
【００３９】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、本方法は、第１の表示デバイスがリストに特定される場合に、無線ハードウ
ェアレベルで第１の表示デバイスからの第１のデータ接続を承認することをさらに含む。
【００４０】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、本方法は、第１の表示デバイスとの第１のデータ接続を確立すること、及び
第１の表示デバイスに分析物値を伝送することをさらに含む。
【００４１】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、分析物値は、血中グルコース値を示し得る。
【００４２】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、トランシーバと対になっている１つ以上の表示デバイスを特定する情報もま
た、リストに記憶され得る。
【００４３】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、トランシーバと対になっている１つ以上の表示デバイスを特定する情報は、
異なるリストに記憶され得る。
【００４４】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、本方法は、分析物センサシステムと対になっている他の表示デバイスがない
場合に、１つ以上の表示デバイスからのデータ接続要求を許容し続けることをさらに含み
得る。
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【００４５】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、本方法は、所定の条件が満たされる場合に、リストを消去することをさらに
含み得る。
【００４６】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、所定の条件は、所定の通信セッション回数以内に、リストに特定される列挙
される表示デバイスからのデータ接続要求を受信することが失敗することであり得る。
【００４７】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、所定の条件は、リストに特定される列挙された表示デバイスからの、列挙さ
れる表示デバイスがリストから消去されることを示す消去信号の受信であり得る。
【００４８】
　特に第７の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第７の態様のある特定の実
装において、本方法は、第２の表示デバイスから第２のデータ接続要求を受信すること、
リストが消去されたことを判定すること、第２のデータ接続要求を承認すること、及び第
２の表示デバイスを特定するデータをリストに書き込むことをさらに含み得る。
【００４９】
　第８の態様において、分析物センサシステムから無線で受信した分析物値を表示するこ
とができる複数の表示デバイスとの無線データ通信のために構成される分析物センサシス
テムが提供され、この分析物センサシステムは、分析物センサと、単一の許可される表示
デバイスを特定するリストを記憶するためのメモリと、無線信号を伝送及び受信するよう
に構成されるトランシーバと、分析物センサ、メモリ、及びトランシーバに操作可能に連
結され、トランシーバに、第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送させ、第１の表示
デバイスから第１のデータ接続要求を受信し、第１表示デバイスがリストに特定されない
ことを判定し、無線ハードウェアレベルで第１の表示デバイスからのデータ接続要求を拒
絶するように構成される、プロセッサと、を備える。
【００５０】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、分析物センサは、連続的グルコースセンサであり得る。
【００５１】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、複数の表示デバイスのうちの一方は、カスタム分析物監視デバイスであり得
、複数の表示デバイスのうちのもう一方は、モバイルデバイスである。
【００５２】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、無線データ通信は、短距離かつ低電力の無線通信プロトコルを用い得る。
【００５３】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、プロセッサは、リンク層（ＬＬ）コントローラであり得る。
【００５４】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、リストは、ＬＬコントローラ内に維持されるホワイトリストであり得る。
【００５５】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、トランシーバに、第１のデータ接続要求を拒絶した後
に１つ以上のアドバタイズメント信号の伝送を継続させ、第２の表示デバイスからデータ
接続要求を受信し、第２の表示デバイスがリストに特定される場合に第２の表示デバイス
とのデータ接続を確立するように構成され得る。
【００５６】
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　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、データ接続を確立した後に第２の表示デバイスとのデ
ータ通信を行い、データ通信を完了した後にデータ接続を終了させ、トランシーバをスリ
ープモードに入らせるように構成され得る。
【００５７】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、所定の条件が満たされる場合にリストを消去するよう
に構成され得る。
【００５８】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、所定の条件は、所定の通信セッション回数以内に、リストに特定される列挙
される表示デバイスからのデータ接続要求を受信することが失敗することを含み得る。
【００５９】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、所定の条件は、リストに特定され得る列挙された表示デバイスからの、列挙
される表示デバイスがリストから消去されることを示す消去信号の受信を含み得る。
【００６０】
　特に第８の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第８の態様のある特定の実
装において、プロセッサはさらに、第２の表示デバイスから第２のデータ接続要求を受信
し、リストが消去されたことを判定し、トランシーバに第２のデータ接続要求を承認させ
、第２の表示デバイスを特定するデータをリストに書き込むように構成され得る。第９の
態様において、分析物センサシステムと分析物センサシステムから無線で受信した分析物
値を表示することができる複数の表示デバイスとの間の無線データ通信のための方法が提
供され、この方法は、第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送すること、第１の表示
デバイスから第１のデータ接続要求を受信すること、第１の表示デバイスが１つ以上の許
可される表示デバイスを含む第１のリストに特定されることを判定すること、第１の表示
デバイスとの第１のデータ接続を確立すること、異なる表示デバイスが単一の現在アクテ
ィブな表示デバイスを含むための第２のリストに特定されることを示す第１の信号を第１
の表示デバイスに伝送すること、第１の表示デバイスが新たに選択されたアクティブな表
示デバイスであることを示す第２の信号を第１の表示デバイスから受信すること、第１の
表示デバイスが現在アクティブな表示デバイスであることを示すように第２のリストを変
更すること、及び第１の表示デバイスとの第１のデータ接続を終了させることを含む。
【００６１】
　特に第９の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第９の態様のある特定の実
装において、本方法は、第１の表示デバイスが第２のリストに特定されないことを判定す
ることをさらに含み得る。
【００６２】
　特に第９の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第９の態様のある特定の実
装において、本方法は、第１の信号を伝送する要求を第１の表示デバイスから受信するこ
とをさらに含み得る。
【００６３】
　特に第９の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第９の態様のある特定の実
装において、本方法は、異なる表示デバイスを現在アクティブな表示デバイスとして特定
する第１のデータを第２のリストから読み出すこと、及び第１のデータを第１の表示デバ
イスに伝送される第１の信号に含めることをさらに含み得る。
【００６４】
　特に第９の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第９の態様のある特定の実
装において、第２の信号は、第１の表示デバイスを現在アクティブな表示デバイスとして
特定する第２のデータを第２のリストに書き込む要求を含み得る。
【００６５】



(10) JP 6538704 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

　特に第９の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第９の態様のある特定の実
装において、本方法は、第２の一連のアドバタイズメント信号を伝送すること、第１の表
示デバイスから第２のデータ接続要求を受信すること、第１の表示デバイスとの第２のデ
ータ接続を確立すること、第１の表示デバイスが第２のリストに特定されることを判定す
ること、第１の表示デバイスに分析物値を伝送すること、及び第１の表示デバイスとの第
２のデータ接続を終了させることをさらに含み得る。
【００６６】
　特に第９の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第９の態様のある特定の実
装において、本方法は、第３の一連のアドバタイズメント信号を伝送すること、第２の表
示デバイスから第３のデータ接続要求を受信すること、第２の表示デバイスが第１のリス
トに特定されると判定された場合に第２の表示デバイスとの第３のデータ接続を確立する
こと、異なる表示デバイスが第２のリストに特定されることを示す第３の信号を第２のデ
ィスプレイに伝送すること、第３の表示デバイスが新たに選択されたアクティブな表示デ
バイスではないことを示す第４の信号を第２の表示デバイスから受信すること、及び第２
のリストを変更することなく第２の表示デバイスとの第３のデータ接続を終了させること
をさらに含み得る。
【００６７】
　第１０の態様において、分析物センサモジュールからの分析物値を表示することができ
る複数の表示デバイスとの無線データ通信のために構成される分析物センサシステムが提
供され、この分析物センサシステムは、分析物センサと、無線信号を伝送及び受信するよ
うに構成されるトランシーバと、分析物センサ及びトランシーバに操作可能に連結され、
トランシーバに、第１の一連のアドバタイズメント信号を伝送させ、第１の表示デバイス
から第１のデータ接続要求を受信し、第１の表示デバイスが１つ以上の許可される表示デ
バイスを含む第１のリストに特定されることを判定し、第１の表示デバイスとの第１のデ
ータ接続を確立し、異なる表示デバイスを現在アクティブな表示デバイスとして特定する
第１のデータを第２のリストから読み出し、第１のデータを第１の表示デバイスに伝送し
、第１の表示デバイスを現在アクティブな表示デバイスとして特定する第２のデータを第
２のリストに書き込む要求を受信し、第２のデータを第２のリストに書き込み、第１の表
示デバイスとの第１のデータ接続を終了させるように構成される、プロセッサと、を備え
る。
【００６８】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、分析物センサは、連続的グルコースセンサであり得る。
【００６９】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、第１の表示デバイス及び異なる表示デバイスのうちの少なくとも一方は
、カスタム分析物監視デバイスであり得、第１の表示デバイス及び異なる表示デバイスの
うちの他方は、モバイルデバイスである。
【００７０】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、モバイルデバイスは、携帯電話であり得る。
【００７１】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、プロセッサは、第１のリストに特定されない表示デバイスからのデータ
接続要求を無線ハードウェアレベルで拒絶するように構成され得る。
【００７２】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、プロセッサは、リンク層（ＬＬ）コントローラを含み得る。
【００７３】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
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の実装において、第１のリストは、ＬＬコントローラ内に維持されるホワイトリストであ
り得る。
【００７４】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、プロセッサはさらに、トランシーバに、第２の一連のアドバタイズメン
ト信号を伝送させ、第１の表示デバイスから第２のデータ接続要求を受信し、トランシー
バに第１の表示デバイスとの第２のデータ接続を確立させ、第１の表示デバイスが第２の
リストに特定されることを判定し、トランシーバに、分析物値を第１の表示デバイスに伝
送させ、トランシーバに第１の表示デバイスとの第２のデータ接続を終了させるように構
成され得る。
【００７５】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、プロセッサはさらに、トランシーバをスリープモードに入らせ、所定の
時間の後にトランシーバをスリープモードから退出させるように構成され得る。
【００７６】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、所定の時間は、約２００～３００秒であり得る。
【００７７】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、プロセッサはさらに、トランシーバがスリープモードにある間に分析物
センサの出力の測定値を取得するように構成され得る。
【００７８】
　特に第１０の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１０の態様のある特定
の実装において、プロセッサはさらに、トランシーバに、退出した後に第３の一連のアド
バタイズメント信号を伝送させ、第２の表示デバイスから第３のデータ接続要求を受信し
、トランシーバに、第２の表示デバイスが第１のリストに特定される場合に第２の表示デ
バイスとの第３のデータ接続を確立させ、トランシーバに、異なる表示デバイスが第２の
リストに特定されることを示す第３の信号を第２のディスプレイに伝送させ、第３の表示
デバイスが新たに選択されたアクティブな表示デバイスでないことを示す第４の信号を第
２の表示デバイスから受信し、トランシーバに、第２のリストを変更することなく第２の
表示デバイスとの第３のデータ接続を終了させるように構成され得る。
【００７９】
　第１１の態様において、分析物センサシステム、分析物センサシステムとのデータ接続
を確立することなくトランシーバからデータを受信するためのパッシブデバイス、及び分
析物センサシステムとのデータ接続が確立した後に分析物センサシステムからの分析物デ
ータを表示するためのアクティブ表示デバイス間の無線データ通信のための方法が提供さ
れ、この方法は、パッシブデバイスが分析物センサシステムから第１のアドバタイズメン
ト信号を受信すること、第１のアドバタイズメント信号がパッシブデバイスによって使用
されるデータを含むこと、及びパッシブデバイスが第１のアドバタイズメント信号からデ
ータを抽出することを含む。
【００８０】
　特に第１１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１１の態様のある特定
の実装において、データは、分析物値を含む第１のアドバタイズメント信号に含まれ得る
。
【００８１】
　特に第１１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１１の態様のある特定
の実装において、分析物値は符号化された分析物値であり得る。
【００８２】
　特に第１１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１１の態様のある特定
の実装において、本方法は、アクティブ表示デバイスがトランシーバから第２のアドバタ
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イズメント信号を受信すること、アクティブ表示デバイスが第２のアドバタイズメント信
号に応答してトランシーバとのデータ接続を確立すること、及びアクティブ表示デバイス
がアクティブ表示デバイス上に表示される分析物値を受信することをさらに含み得る。
【００８３】
　特に第１１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１１の態様のある特定
の実装において、第２のアドバタイズメント信号は、第１のアドバタイズメント信号と同
じであり得る。
【００８４】
　特に第１１の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１１の態様のある特定
の実装において、第２のアドバタイズメント信号は、第１のアドバタイズメント信号とは
異なり得る。
【００８５】
　第１２の態様において、無線データ通信のためのシステムが提供され、これは、一連の
アドバタイズメント信号を伝送するように構成される分析物センサシステムと、分析物セ
ンサシステムによって伝送される一連のアドバタイズメント信号のうちの１つであり、パ
ッシブデバイスによって使用されるデータを含む、第１のアドバタイズメント信号を分析
物センサシステムから受信し、分析物センサシステムとのデータ接続を確立することなく
第１のアドバタイズメント信号からデータを抽出するように構成される、パッシブデバイ
スと、分析物センサシステムによって伝送される一連のアドバタイズメント信号のうちの
１つである第２のアドバタイズメント信号を分析物センサシステムから受信し、第２のア
ドバタイズメント信号に応答して分析物センサシステムとのデータ接続を確立し、分析物
センサシステムから分析物値を受信し、データ接続を終了させ、分析物値を表示するよう
に構成される、アクティブ表示デバイスと、を備える。
【００８６】
　特に第１２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１２の態様のある特定
の実装において、パッシブデバイスによって使用されるデータは、符号化された分析物値
を含み得る。
【００８７】
　特に第１２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１２の態様のある特定
の実装において、分析物センサシステムは、連続的グルコースセンサシステムであり得、
パッシブデバイスは、インスリン投与のために構成されるインスリンポンプである。
【００８８】
　特に第１２の態様の任意の他の実装に一般的に適用可能である第１２の態様のある特定
の実装において、第１のアドバタイズメント信号に含まれるデータは、グルコースレベル
を示し得、さらに、インスリンポンプは、グルコースレベルが閾値を下回るとインスリン
投与を中断するように構成される。
【００８９】
　本明細書に示される態様の特徴のいずれも、本明細書に特定されるすべての他の態様及
び実施形態に適用可能である。さらに、ある態様の特徴のいずれも、独立して、何らかの
手段で本明細書に記載される他の態様と部分的または全体的に組み合わせることができ、
例えば、１、２、または３つ以上の態様が、全体的または部分的に組み合わせ可能であり
得る。さらに、ある態様の特徴のいずれも、他の態様に対して任意選択的とすることがで
きる。ある方法の任意の態様が、別の態様のシステムまたは装置によって実行され得、あ
るシステムの任意の態様が、別の態様の方法を実行するように構成され得る。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本開示のある特定の態様による連続的分析物センサシステムのある特定の実施形
態を図示する図である。
【図２Ａ】本開示のある特定の態様による分析物センサシステムを具現化し得る例示的な
センサシステムの斜視図である。
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【図２Ｂ】本開示のある特定の態様による分析物センサシステムを具現化し得る例示的な
センサシステムの側面図である。
【図３】本開示のある特定の態様による、分析物センサシステムと複数の表示デバイスと
を備える連続的分析物監視システムのある特定の実施形態の種々の要素を図示する例示的
なブロック図である。
【図４】本開示のある特定の態様による、分析物センサシステムと分析物センサシステム
から分析物値を無線で受信することができる表示デバイスとの間の例示的な無線データ通
信手順を図示するフロー図である。
【図５】本開示のある特定の態様による、分析物センサシステムとモバイルデバイスとの
間の初期設定手順を促進するための例示的なプロセスを図示するフローチャートである。
【図６】本開示のある特定の態様による、次のスケジュールされたデータ通信イベントの
前に、カスタムアプリケーションをサスペンド状態から退出させることによって、分析物
センサデバイスと分析物センサシステムから分析物値を無線で受信することができるモバ
イルデバイスとの間の無線データ通信を促進するための例示的なプロセスを図示するフロ
ーチャートである。
【図７】本開示のある特定の態様による、分析物センサシステムのトランシーバが表示デ
バイスとのデータ接続を確立する前に伝送するアドバタイズメント信号の数を最小限に抑
えるための例示的なプロセスを図示するフローチャートである。
【図８Ａ】本開示のある特定の態様による、単一の許可される表示デバイスを含むリスト
に特定されない表示デバイスからのデータ接続要求を拒絶するための例示的なシステム及
び方法を図示するフロー図を表す。
【図８Ｂ】本開示のある特定の態様による、単一の許可される表示デバイスを含むリスト
に特定されない表示デバイスからのデータ接続要求を拒絶するための例示的なシステム及
び方法を図示するフロー図を表す。
【図９Ａ】本開示のある特定の態様による２つの別個のリストを利用する２つの表示デバ
イス間の切り替えを促進するための例示的な手順を図示するフロー図を表す。
【図９Ｂ】本開示のある特定の態様による２つの別個のリストを利用する２つの表示デバ
イス間の切り替えを促進するための例示的な手順を図示するフロー図を表す。
【図１０】本開示のある特定の態様による、分析物センサシステム、アクティブ表示デバ
イス、及びパッシブ表示デバイスを含む、無線データ通信システムを図示する図である。
【図１１】本開示のある特定の態様による、パッシブデバイスが分析物センサシステムと
対になるかまたは接続されることなく分析物センサシステムから所望のデータを受容する
ことを可能にするための例示的なプロセスを図示するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００９１】
　以下の発明を実施する形態及び実施例は、開示される本発明の幾つかの例示的な実施形
態を詳細に例証する。当業者であれば、本発明の範囲に包含される多数の変化形及び修正
形が存在することを理解するであろう。したがって、ある特定の例示的な実施形態の説明
は、本発明の範囲を制限すると見なされるものではない。
概要
【００９２】
　いくつかの実施形態において、ホストにおける分析物の濃度を連続的に測定するように
構成される連続的分析物センサと、センサ使用中に連続的分析物センサに物理的に接続さ
れるセンサ電子装置モジュールと、を含む、ホストにおける分析物の連続的測定のための
システムが提供される。ある特定の実施形態において、センサ電子装置モジュールは、例
えば、原センサデータ、変換済みセンサデータ、及び／または任意の他のセンサデータを
含む、センサ情報を生成するために、連続的分析物センサによって測定される分析物濃度
と関連するデータストリームを処理するように構成される電子装置を含む。センサ電子装
置モジュールはさらに、異なる表示デバイスが異なるセンサ情報を受信し得るように、そ
れぞれの表示デバイス用にカスタマイズされるセンサ情報を生成するように構成され得る
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。
【００９３】
　本明細書に使用される「分析物」という用語は、広義の用語であり、当業者にとっての
その通常かつ慣例的な意味が与えられ（特殊またはカスタマイズされた意味に限定されな
い）、さらに、限定することなく、分析され得る生体液（例えば、血液、腸液、脳脊髄液
、リンパ液、または尿）中の物質または化学成分を指す。分析物には、天然物質、人工物
質、代謝産物、及び／または反応生成物が含まれ得る。いくつかの実施形態において、セ
ンサヘッド、デバイス、及び方法によって測定するための分析物は、分析物である。しか
しながら、アカルボキシプロトロンビン；アシルカルニチン；アデニンホスホリボシルト
ランスフェラーゼ；アデノシンデアミナーゼ；アルブミン；α－フェトプロテイン；アミ
ノ酸プロファイル（アルギニン（クレブス回路）、ヒスチジン／ウロカニン酸、ホモシス
テイン、フェニルアラニン／チロシン、トリプトファン）；アンドレノステンジオン（ａ
ｎｄｒｅｎｏｓｔｅｎｅｄｉｏｎｅ）；アンチピリン；アラビニトールエナンチオマー；
アルギナーゼ；ベンゾイルエクゴニン（コカイン）；ビオチニダーゼ；ビオプテリン；Ｃ
反応性タンパク質；カルニチン；カルノシナーゼ；ＣＤ４；セルロプラスミン；ケノデオ
キシコール酸；クロロキン；コレステロール；コリンエステラーゼ；共役型１－βヒドロ
キシ－コール酸；コルチゾール；クレアチンキナーゼ；クレアチンキナーゼＭＭアイソザ
イム；シクロスポリンＡ；ｄ－ペニシラミン；デエチルクロロキン；硫酸デヒドロエピア
ンドロステロン；ＤＮＡ（アセチル化多型（ａｃｅｔｙｌａｔｏｒ　ｐｏｌｙｍｏｒｐｈ
ｉｓｍ）、アルコールデヒドロゲナーゼ、α１－アンチトリプシン、嚢胞性線維症、デュ
シェンヌ／ベッカー型筋ジストロフィー、分析物－６－リン酸デヒドロゲナーゼ、ヘモグ
ロビンＡ、ヘモグロビンＳ、ヘモグロビンＣ、ヘモグロビンＤ、ヘモグロビンＥ、ヘモグ
ロビンＦ、Ｄ－Ｐｕｎｊａｂ、β－サラセミア、Ｂ型肝炎ウイルス、ＨＣＭＶ、ＨＩＶ－
１、ＨＴＬＶ－１、レーバー依存性視神経萎縮症、ＭＣＡＤ、ＲＮＡ、ＰＫＵ、３日熱マ
ラリア原虫、性分化、２１－デオキシコルチゾル）；デスブチルハロファントリン；ジヒ
ドロプテリジン還元酵素；ジフテリア／破傷風抗毒素；赤血球アルギナーゼ；赤血球プロ
トポルフィリン；エステラーゼＤ；脂肪酸／アシルグリシン；遊離β－ヒト絨毛性ゴナド
トロピン；遊離赤血球ポルフィリン；遊離チロキシン（ＦＴ４）；遊離トリヨードチロニ
ン（ＦＴ３）；フマリルアセトアセターゼ；ガラクトース／ｇａｌ－１－リン酸塩；ガラ
クトース－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ；ゲンタマイシン；分析物－６－リン
酸デヒドロゲナーゼ；グルタチオン；グルタチオンペリオキシダーゼ（ｇｌｕｔａｔｈｉ
ｏｎｅ　ｐｅｒｉｏｘｉｄａｓｅ）；グリココール酸；グリコシル化ヘモグロビン；ハロ
ファントリン；ヘモグロビン変異体；ヘキソサミニダーゼＡ；ヒト赤血球炭酸脱水酵素Ｉ
；１７α－ヒドロキシプロゲステロン；ヒポキサンチングアニンホスホリボシルトランス
フェラーゼ；免疫反応性トリプシン；乳酸塩；鉛；リポタンパク質（（ａ）、Ｂ／Ａ－１
、β）；リゾチーム；メフロキン；ネチルマイシン；フェノバルビトン；フェニトイン；
フィタン酸／プリスタン酸；プロゲステロン；プロラクチン；プロリダーゼ；プリンヌク
レオシドホスホリラーゼ；キニン；逆位トリヨードチロニン（ｒＴ３）；セレン；血清膵
臓リパーゼ；シソマイシン；ソマトメジンＣ；特異的抗体（アデノウイルス、抗核抗体、
抗ゼータ抗体、アルボウイルス、オーエスキー病ウイルス、デング熱ウイルス、メジナ虫
、単包条虫、赤痢アメーバ、エンテロウイルス、ランブル鞭毛虫（Ｇｉａｒｄｉａ　ｄｕ
ｏｄｅｎａｌｉｓａ）、ヘリコバクターピロリ、Ｂ型肝炎ウイルス、ヘルペスウイルス、
ＨＩＶ－１、ＩｇＥ（アトピー性疾患）、インフルエンザウイルス、ドノバンリーシュマ
ニア、レプトスピラ、麻疹／流行性耳下腺炎／風疹、癩菌、マイコプラズマ・ニューモニ
エ、ミオグロビン、回旋糸状虫、パラインフルエンザウイルス、熱帯熱マラリア原虫、ポ
リオウイルス、緑膿菌、呼吸器合胞体ウイルス、リケッチア（ツツガムシ病）、マンソン
住血吸虫、トキソプラズマ原虫、トレペノーマパラジウム（ｔｒｅｐｏｎｅｍａ　ｐａｌ
ｌａｄｉｕｍ）、トリパノソーマ・クルージ／ランゲル、水疱性口炎ウイルス（ｖｅｓｉ
ｃｕｌａｒ　ｓｔｏｍａｔｉｓ　ｖｉｒｕｓ）、バンクロフト糸状虫、黄熱病ウイルス）
；特異的抗原（Ｂ型肝炎ウイルス、ＨＩＶ－１）；スクシニルアセトン；スルファドキシ
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ン；テオフィリン；甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）；チロキシン（Ｔ４）；チロキシン結
合グロブリン；微量元素；輸送体（ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ）；ＵＤＰ－ガラクトース
－４－エピメラーゼ；尿素；ウロポルフィリノーゲンＩシンターゼ；ビタミンＡ；白血球
；及び亜鉛プロトポルフィリンを含むがこれらに限定されない、他の分析物もまた同様に
企図される。血液または腸液中に天然に存在する塩、糖、タンパク質、脂質、ビタミン、
及びホルモンもまた、ある特定の実施形態において分析物を構成し得る。分析物は、生体
液、例えば、代謝産物、ホルモン、抗原、抗体等に天然に存在し得る。あるいは、分析物
、例えば、撮像のための造影剤、放射性同位体、化学薬剤、フルオロカーボン系合成血液
、またはインスリン；エタノール；大麻（マリファナ、テトラヒドロカンナビノール、ハ
シッシュ）；吸入剤（亜酸化窒素、亜硝酸アミル、亜硝酸ブチル、塩化炭化水素、炭化水
素）；コカイン（クラックコカイン）；興奮剤（アンフェタミン、メタンフェタミン、Ｒ
ｉｔａｌｉｎ、Ｃｙｌｅｒｔ、Ｐｒｅｌｕｄｉｎ、Ｄｉｄｒｅｘ、ＰｒｅＳｔａｔｅ、Ｖ
ｏｒａｎｉｌ、Ｓａｎｄｒｅｘ、Ｐｌｅｇｉｎｅ）；抑制剤（バルビツール酸塩（ｂａｒ
ｂｉｔｕａｔｅ）、メタカロン、精神安定剤、例えば、Ｖａｌｉｕｍ、Ｌｉｂｒｉｕｍ、
Ｍｉｌｔｏｗｎ、Ｓｅｒａｘ、Ｅｑｕａｎｉｌ、Ｔｒａｎｘｅｎｅ）；幻覚剤（フェンシ
クリジン、リセルグ酸、メスカリン、ペヨーテ、シロシビン）；麻薬（ヘロイン、コデイ
ン、モルヒネ、アヘン、メペリジン、Ｐｅｒｃｏｃｅｔ、Ｐｅｒｃｏｄａｎ、Ｔｕｓｓｉ
ｏｎｅｘ、Ｆｅｎｔａｎｙｌ、Ｄａｒｖｏｎ、Ｔａｌｗｉｎ、Ｌｏｍｏｔｉｌ）；デザイ
ナードラッグ（フェンタニル、メペリジン、アンフェタミン、メタンフェタミン、及びフ
ェンシクリジンの類似体、例えば、Ｅｃｓｔａｓｙ）；タンパク質同化ステロイド；なら
びにニコチンを含むがこれらに限定されない薬物もしくは薬学的組成物は、体内に導入さ
れ得る。薬物及び薬学的組成物の代謝産物もまた、企図される分析物である。例えば、ア
スコルビン酸、尿酸、ドーパミン、ノルアドレナリン、３－メトキシチラミン（３ＭＴ）
、３，４－ジヒドロキシフェニル酢酸（ＤＯＰＡＣ）、ホモバニリン酸（ＨＶＡ）、５－
ヒドロキシトリプタミン（５ＨＴ）、及び５－ヒドロキシインドール酢酸（ＦＨＩＡＡ）
等、神経化学物質及び体内で生成される他の化学物質といった分析物もまた、分析され得
る。
警告
【００９４】
　ある特定の実施形態において、１つ以上の警告が、センサ電子装置モジュールと関連付
けられる。例えば、各警告は、それぞれの警告がいつトリガされたかを示す１つ以上の警
告条件を含み得る。例えば、低血糖警告は、最小限のグルコースレベルを示す警告条件を
含み得る。警告条件はまた、傾向データ等の変換済みセンサデータ、及び／または複数の
異なるセンサからのセンサデータに基づき得る（例えば、警告は、グルコースセンサ及び
温度センサの両方からのセンサデータに基づき得る）。例えば、低血糖警告は、警告をト
リガする前に存在している必要があるホストのグルコースレベルにおける最小限必要な傾
向を示す警告条件を含み得る。本明細書に使用される「傾向」という用語は、一般に、経
時的に取得されるデータの何らかの属性を示すデータ、例えば、連続的グルコースセンサ
から較正またはフィルタ処理されたデータ等を指す。傾向は、センサデータ等、変換済み
データまたは原センサデータを含む、データの振幅、変化率、加速度、方向等を示し得る
。
【００９５】
　ある特定の実施形態において、警告のそれぞれは、警告をトリガすることに応答して実
行される１つ以上の動作と関連付けられる。警告動作には、例えば、警報の起動、例えば
、センサ電子装置モジュールのディスプレイに情報を表示すること、またはセンサ電子装
置モジュールに連結された聴覚的もしくは振動による警報を起動すること、ならびに／ま
たはセンサ電子装置モジュールに対して外部である１つ以上の表示デバイスにデータを伝
送することが含まれ得る。トリガされた警報と関連するいずれの送達動作についても、１
つ以上の送達オプションにより、伝送されるデータの内容及び／もしくは形式、データが
伝送されるデバイス、いつデータが伝送されるか、ならびに／またはデータの送達のため
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の通信プロトコルを定義する。
【００９６】
　ある特定の実施形態において、複数の送達動作（それぞれの送達オプションをそれぞれ
有する）は、異なる内容及び形式を有する表示可能なセンサ情報が、例えば、単一の警報
のトリガに応答してそれぞれの表示デバイスに伝送されるように、単一の警告と関連付け
られ得る。例えば、携帯電話は、最小限の表示可能なセンサ情報（携帯電話に表示するた
めに特別にフォーマットされ得る）を含むデータパッケージを受信し得るが、一方でデス
クトップコンピュータは、共有の警報のトリガに応答してセンサ電子装置モジュールによ
って生成される表示可能なセンサ情報の大半（またはすべて）を含むデータパッケージを
受信し得る。有利なことに、センサ電子装置モジュールは、単一の表示デバイスに連携し
ているわけではなく、直接的に、系統的に、同時に（例えば、放送を介して）、定期的に
、周期的に、無作為に、オンデマンドで、クエリに応答して、警告もしくは警報等に基づ
いて、複数の異なる表示デバイスと通信するように構成される。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、現在または予測される危険性を推定する知的かつ動的な
推定アルゴリズムを、さらに良好な正確さ、差し迫った危険性に関するさらなる適時性、
誤警報の回避、患者にとってあまり煩わしくないことと組み合わせた警告条件を含む、臨
床的危険性の警報が提供される。一般に、臨床的危険性警告には、分析物値、変化率、加
速度、臨床的危険性、統計学的確立、既知の生理学的制約、及び／または個々の生理学的
パターンに基づき、それによって、より適正で臨床的に安全な患者に優しい警報を提供す
る、動的かつ知的な推定アルゴリズムを含む。参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる同時係属中の米国特許公開第２００７／０２０８２４６号は、本明細書に記載される
臨床的危険性警告（または警報）と関連するいくつかのシステム及び方法について記載す
る。いくつかの実施形態において、臨床的危険性警告は、ユーザが彼／彼女の状態を看護
することを可能にするために、所定の期間の間、トリガされ得る。追加として、臨床的危
険性警告は、患者の状態が改善している場合、反復される臨床警報（例えば、視覚的、聴
覚的、または振動的）によって患者を煩わせることがないように臨床的危険性領域を出る
際に停止され得る。いくつかの実施形態において、動的かつ知的な推定により、分析物濃
度、変化率、及び動的かつ知的な推定アルゴリズムの他の態様に基づいて、患者が臨床的
危険性を回避する可能性を判定する。臨床的危険性を回避する可能性が最小限であるか、
または全くない場合、臨床的危険性警告がトリガされることになる。しかしながら、臨床
的危険性を回避する可能性がある場合、本システムは、所定の時間待機し、臨床的危険性
を回避する可能性を再度分析するように構成される。いくつかの実施形態において、臨床
的危険性を回避する可能性がある場合、本システムはさらに、標的、治療法の推奨、また
は患者が積極的に臨床的危険性を回避することを助け得る他の情報を提供するように構成
される。
【００９８】
　いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュールは、センサ電子装置モジュー
ルの通信範囲内の１つ以上の表示デバイスを検索し、それにセンサ情報（例えば、表示可
能なセンサ情報、１つ以上の警報条件、及び／または警報情報を含むデータパッケージ）
を無線で通信するように構成される。したがって、表示デバイスは、センサ情報のうちの
少なくともいくつかを表示する、及び／またはホスト（及び／または看護者）に警報を流
すように構成され、ここで、警報機序は表示デバイス上に位置付けられる。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュールは、センサ電子装置モジュー
ルを介して、及び／またはデータパッケージの伝送を介して、警報が、１つまたは複数の
表示デバイスによって（例えば、順次及び／または同時に）開始されるべきであることを
示す、１つまたは複数の異なる警報を提供するように構成される。ある特定の実施形態に
おいて、センサ電子装置モジュールは、警報条件が存在することを示すデータフィールド
を提供するに過ぎず、表示デバイスが、警報条件の存在を示すデータフィールドを読み出
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すと、警報をトリガすることを決定し得る。いくつかの実施形態において、センサ電子装
置モジュールは、トリガされた１つ以上の警告に基づいて、１つ以上の警報のうちのどれ
をトリガするかを判定する。例えば、警告トリガが重度の低血糖を示す場合、センサ電子
装置モジュールは、センサ電子装置モジュールで警報を起動すること、ディスプレイ上の
警報の起動を示すデータパッケージを監視デバイスに伝送すること、及び文字メッセージ
として看護者にデータパッケージを伝送することといった、複数の動作を行うことができ
る。一例として、ホストの状態（例えば、「重度の低血糖」）を示す表示可能なセンサ情
報を含む文字メッセージが、カスタム監視デバイス、携帯電話、ページャーデバイス等に
現れ得る。
【０１００】
　いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュールは、ある期間、ホストがトリ
ガされた警告に応答する（例えば、センサ電子装置モジュール及び／または表示デバイス
上のスヌーズ及び／またはオフ機能及び／またはボタンを押すか選択することによって）
のを待機し、その後で、１つ以上の警告に応答するまで追加の警告をトリガする（例えば
、増大する様式で）ように構成される。いくつかの実施形態において、センサ電子装置モ
ジュールは、インスリンポンプ等、警報条件（例えば、低血糖）と関連する医療デバイス
に、制御信号（例えば、停止信号）を送信するように構成され、ここで、停止警告は、ポ
ンプを介したインスリンの送達の停止をトリガする。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュールは、直接的に、系統的に、同
時に（例えば、放送を介して）、定期的に、周期的に、無作為に、オンデマンドで、クエ
リ（表示デバイスからの）に応答して、警告または警報等に基づいて等により、警報情報
を伝送するように構成される。いくつかの実施形態において、本システムは、センサ電子
装置モジュールの無線通信距離が、例えば、１０、２０、３０、５０、７５、１００、１
５０、または２００メートル以上増加するように、リピータをさらに含み、ここで、リピ
ータは、センサ電子装置モジュールから、センサ電子装置に遠隔に位置する表示デバイス
への無線通信を繰り返すように構成される。リピータは、糖尿病を患う小児のいる家族に
とって有用であり得る。例えば、親が子から離れて睡眠をとる大きな家等、親が表示デバ
イスを担持するかまたは静止位置に置くことを可能にするため。
表示デバイス
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュールは、表示デバイスのリストか
ら表示デバイスを検索し、それとの無線通信を試みるように構成される。いくつかの実施
形態において、センサ電子装置モジュールは、所定の順序及び／またはプログラム可能な
順序（例えば、等級付け及び／または段階的）で表示デバイスのリストを検索する及び／
またはそれとの通信を試みるように構成され、例えば、第１の表示デバイスとの通信及び
／またはそれへの警報の試みが失敗すると、第２の表示デバイスとの通信及び／またはそ
れへの警報を試みることがトリガされる。一例示的な実施形態において、センサ電子装置
モジュールは、表示デバイス、例えば、１）デフォルト表示デバイスまたはカスタム分析
物監視デバイス、２）ホスト及び／もしくは看護者への文字メッセージ、ホスト及び／も
しくは看護者への音声メッセージ、ならびに／または９１１といった、聴覚的及び／また
は視覚的方法をする携帯電話）、３）タブレット、４）スマートウォッチ等のリストを逐
次的に使用して、ホストまたは看護者を検索し、それらに警報するように試みるように構
成される。
【０１０３】
　実施形態に応じて、センサ電子装置モジュールからデータパッケージを受信する１つ以
上の表示デバイスは、「ダミーディスプレイ」であり、ここで、これらは、さらなる処理
（例えば、センサ情報のリアルタイム表示に必要な予測アルゴリズム処理（ｐｒｏｓｐｅ
ｃｔｉｖｅ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｃ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ））なしにセンサ電子装置
モジュールから受信した表示可能なセンサ情報を表示する。いくつかの実施形態において
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、表示可能なセンサ情報は、表示可能なセンサ情報の表示前に、表示デバイスによる処理
を必要としない変換済みセンサデータを含む。いくつかの表示デバイスは、表示可能なセ
ンサ情報をその上に表示することを可能にするように構成される表示命令（表示可能なセ
ンサ情報を表示し、任意で表示可能なセンサ情報を取得するようにセンサ電子装置モジュ
ールにクエリするように構成される命令を含む、ソフトウェアプログラミング）を含むソ
フトウェアを含み得る。いくつかの実施形態において、表示デバイスは、製造業者におい
て表示命令がプログラムされ、表示デバイスの盗用を回避するためにセキュリティ及び／
または認証を含み得る。いくつかの実施形態において、表示デバイスは、ダウンロード可
能なプログラム（例えば、インターネットを介してダウンロード可能なＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔ（登録商標））を介して表示可能なセンサ情報を表示するように構成され、それによ
って、プログラムのダウンロードをサポートする任意の表示デバイス（例えば、Ｊａｖａ
（登録商標）アプレットをサポートする任意の表示デバイス）が、結果として、表示可能
なセンサ情報を表示するように構成され得る（例えば、携帯電話、タブレット、ＰＤＡ、
ＰＣ等）。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、ある特定の表示デバイスは、センサ電子装置モジュール
との直接的な無線通信状態にあり得るが、しかしながら、中間ネットワークハードウェア
、ファームウェア、及び／またはソフトウェアが、直接的な無線通信に含まれてもよい。
いくつかの実施形態において、リピータ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）リピ
ータ）を使用して、伝送された表示可能なセンサ情報を、センサ電子装置モジュールのテ
レメトリモジュールの直接の範囲から離れた位置に再伝送することができ、ここで、リピ
ータは、表示可能なセンサ情報の実質的な処理が発生しない場合に、直接的な無線通信を
可能にする。いくつかの実施形態において、受信器（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）受信器）を使用して、伝送された表示可能なセンサ情報を、可能性としては異なる
形式、例えば、ＴＶ画面上の文字メッセージとして再伝送することができ、ここで、受信
器は、センサ情報の実質的な処理が発生しない場合に、直接的な無線通信を可能にする。
ある特定の実施形態において、センサ電子装置モジュールは、１つまたは複数の表示デバ
イスに表示可能なセンサ情報を直接的に無線で伝送し、結果として、センサ電子装置モジ
ュールから伝送された表示可能なセンサ情報は、表示可能なセンサ情報の中間処理なしに
表示デバイスによって受信される。
【０１０５】
　ある特定の実施形態において、１つ以上の表示デバイスは、組み込まれた認証機序を含
み、ここで、認証は、センサ電子装置モジュールと表示デバイスとの間の通信に必要であ
る。いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュールと表示デバイスとの間のデ
ータ通信を認証するために、パスワード認証等のチャレンジ－レスポンスプロトコルが提
供され、ここで、チャレンジはパスワードの要求であり、有効なレスポンスは正しいパス
ワードであり、結果として、センサ電子装置モジュールと表示デバイスとの対形成がパス
ワードを介してユーザ及び／または製造業者によって達成され得るようになる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、１つ以上の表示デバイスは、表示可能なセンサ情報に関
してセンサ電子装置モジュールにクエリするように構成され、ここで、表示デバイスは、
例えば、クエリに応答してセンサ電子装置モジュール（例えば、スレーブデバイス）から
オンデマンドでセンサ情報を要求するマスタデバイスとして機能する。いくつかの実施形
態において、センサ電子装置モジュールは、１つ以上の表示デバイスへのセンサ情報の周
期的、系統的、規則的、及び／または周期的伝送（例えば、１、２、５、または１０分以
上に１回）のために構成される。いくつかの実施形態において、センサ電子装置モジュー
ルは、トリガされた警告（例えば、１つ以上の警告条件によってトリガされたもの）と関
連するデータパッケージを伝送するように構成される。しかしながら、データ伝送の上述
のステータスのいずれの組み合わせも、対になったセンサ電子装置モジュール及び表示デ
バイス（複数可）のいずれの組み合わせでも実装することができる。例えば、１つ以上の
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表示デバイスは、センサ電子装置モジュールデータベースにクエリするため、及び１つ以
上の警報条件が満たされることによってトリガされる警報情報を受信するために構成され
得る。追加として、センサ電子装置モジュールは、１つ以上の表示デバイス（前述の例に
記載されるものと同じかまたは異なる表示デバイス）へのセンサ情報の周期的な伝送のた
めに構成され得、それによって、システムは、センサ情報をどのように取得するかに関し
て異なって機能する表示デバイスを含み得る。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、本明細書の他の箇所により詳細に記載されるように、表
示デバイスは、センサ電子装置モジュールのメモリ内のデータベースへの直接的なクエリ
及び／またはそこから構成されるかもしくは構成可能なデータ内容のパッケージの要求を
含む、ある特定の種類のデータ内容に関してセンサ電子装置モジュール内のデータ記憶メ
モリにクエリするように構成される、すなわち、センサ電子装置モジュールに記憶された
データは、センサ電子装置モジュールが通信している表示デバイスに基づいて、構成可能
である、クエリ可能である、事前決定される、及び／または事前パッケージ化されている
。いくつかの追加的または代替的実施形態において、センサ電子装置モジュールは、どの
表示デバイスが特定の伝送を受信するかというその知識に基づいて、表示可能なセンサ情
報を生成する。追加として、いくつかの表示デバイスは、較正情報を取得し、例えば、較
正情報の手入力、較正情報の自動送達、及び／または表示デバイスに組み込まれる一体型
参照分析物モニタを通じて、その較正情報をセンサ電子装置モジュールに無線で伝送する
ことができる。米国特許公開第２００６／０２２２５６６号、同第２００７／０２０３９
６６号、同第２００７／０２０８２４５号、及び同第２００５／０１５４２７１号（これ
らのすべては参照によりその全体が本明細書に組み込まれる）は、表示デバイスに組み込
まれる一体型参照分析物モニタを提供するためのシステム及び方法、ならびに／または本
明細書に開示される実施形態で実装可能な他の較正方法について記載している。
【０１０８】
　一般に、複数の表示デバイス（例えば、カスタム分析物監視デバイス、携帯電話、タブ
レット、スマートウォッチ、参照分析物モニタ、薬物送達デバイス、医療デバイス、及び
パーソナルコンピュータ）は、センサ電子装置モジュールと無線通信するように構成され
、ここで、１つ以上の表示デバイスは、センサ電子装置モジュールから無線で通信された
表示可能なセンサ情報のうちの少なくとも一部を表示するように構成され、表示可能なセ
ンサ情報には、センサデータ、例えば原データ及び／または変換済みセンサデータ、例え
ば、例として、分析物濃度値、変化率情報、傾向情報、警告情報、センサ診断情報、及び
／または較正情報が含まれる。
例示的な構成
【０１０９】
　図１は、本開示のある特定の態様による、分析物センサシステム８及び複数の表示デバ
イス１１０、１２０、１３０、１４０を含む例示的な連続的分析物監視システム１００を
示す図である。分析物センサシステム８は、センサ電子装置モジュール１２と、センサ電
子装置モジュール１２と関連する連続的分析物センサ１０とを含む。センサ電子装置モジ
ュール１２は、示される複数の表示デバイス１１０、１２０、１３０、及び／または１４
０のうちの１つ以上と直接的な無線通信状態にある。
【０１１０】
　ある特定の実施形態において、センサ電子装置モジュール１２は、センサデータの処理
及び較正と関連する予測アルゴリズムを含む、連続的分析物センサデータの測定及び処理
と関連する電子回路を含む。センサ電子装置モジュール１２は、連続的分析物センサ１０
に物理的に接続され得、連続的分析物センサ１０に一体化され得る（そこに取り外し不可
能に取り付けられ得る）か、または取り外し可能に取り付けられ得る。センサ電子装置モ
ジュール１２は、グルコースセンサを介して分析物レベルの測定を可能にする、ハードウ
ェア、ファームウェア、及び／またはソフトウェアを含み得る。例えば、センサ電子装置
モジュール１２は、ポテンショスタット、センサに電力を供給するための電源、信号処理
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及びデータ記憶に有用な他の構成要素、ならびにセンサ電子装置モジュールから１つ以上
の表示デバイスにデータを伝送するためのテレメトリモジュールを含み得る。電子装置は
、プリント回路基板（ＰＣＢ）等に貼着され得、種々の形態をとり得る。例えば、電子装
置は、集積回路（ＩＣ）、例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、マイクロコント
ローラ、及び／またはプロセッサの形態をとり得る。センサ電子装置モジュール１２は、
センサデータ等のセンサ情報を処理し、変換されたセンサデータ及び表示可能なセンサ情
報を生成するように構成される、センサ電子装置を含む。センサ分析物データを処理する
ためのシステム及び方法の例は、本明細書、ならびに米国特許第７，３１０，５４４号及
び同第６，９３１，３２７号、ならびに米国特許公開第２００５／００４３５９８号、同
第２００７／００３２７０６号、同第２００７／００１６３８１号、同第２００８／００
３３２５４号、同第２００５／０２０３３６０号、同第２００５／０１５４２７１号、同
第２００５／０１９２５５７号、同第２００６／０２２２５６６号、同第２００７／０２
０３９６６号、及び同第２００７／０２０８２４５号に記載されており、これらのすべて
は、あらゆる目的で参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１１１】
　図１を再び参照して、複数の表示デバイス（１１０、１２０、１３０、及び／または１
４０）は、センサ電子装置モジュール１２によって伝送された表示可能なセンサ情報（例
えば、それぞれの好みに基づいて表示デバイスに伝送されるカスタマイズされたデータパ
ッケージ）を表示する（及び／または警報を伝える）ために構成される。表示デバイス１
１０、１２０、１３０、または１４０のそれぞれは、ユーザにセンサ情報を表示する、及
び／またはユーザから入力を受信するためのタッチスクリーンディスプレイ１１２、１２
２、１３２、及び／または１４２等のディスプレイを含み得る。いくつかの実施形態にお
いて、表示デバイスは、センサ情報を表示デバイスのユーザに通信する、及び／またはユ
ーザ入力を受信するためのタッチスクリーンディスプレイの代わりに、またはそれに加え
て、音声ユーザインターフェース等の他の種類のユーザインターフェースを含んでもよい
。いくつかの実施形態において、表示デバイスのうちの１つ、いくつか、またはすべては
、センサデータの較正及びリアルタイム表示に必要とされるいずれの追加の予測処理もな
しに、センサ電子装置モジュールから通信されているかのように（例えば、それぞれの表
示デバイスに伝送されるデータパッケージにおいて）センサ情報を表示するか、またはそ
うでなければ通信するように構成される。
【０１１２】
　図１の実施形態において、複数の表示デバイスは、センサ電子装置モジュール１２から
受信した分析物値と関連する、ある特定の種類の表示可能なセンサ情報（例えば、いくつ
かの実施形態では数値及び矢印）を表示するように特別に設計されるカスタム表示デバイ
ス１１０を含む。いくつかの実施形態において、複数の表示デバイスのうちの１つは、Ａ
ｎｄｒｏｉｄまたはｉＯＳオペレーティングシステムに基づく形態電話１２０、パームト
ップコンピュータ等であり、ここで、表示デバイスは、比較的大きなディスプレイを備え
、連続的センサデータ（例えば、現在及び過去のデータを含む）のグラフィック表示を表
示するように構成される。他の表示デバイスは、他のハンドヘルドデバイス、例えば、タ
ブレット１３０、スマートウォッチ１４０、インスリン送達デバイス、血中グルコース計
、及び／またはデスクトップもしくはラップトップコンピュータを含み得る。
【０１１３】
　異なる表示デバイスは異なるユーザインターフェースを提供するため、データパッケー
ジの内容（例えば、表示されるデータ、警報等の量、形式、及び／または種類）は、それ
ぞれの特定の表示デバイス用にカスタマイズされ得る（例えば、製造業者及び／またはユ
ーザによって異なってプログラムされ得る）。したがって、図１の実施形態において、複
数の異なる表示デバイスは、表示可能なセンサ情報と関連する複数の異なる種類及び／ま
たはレベルのディスプレイ及び／または機能性を可能にするために、センサセッションの
間、センサ電子装置モジュール（例えば、連続的分析物センサ１０に物理的に接続された
皮膚上のセンサ電子装置モジュール１２）と直接的な無線通信状態にあり得、これは、本
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明細書の他の箇所により詳細に記載されている。
連続的センサ
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、図１の分析物センサ１０は、連続的グルコースセンサ、
例えば、皮下、経真皮（例えば、経皮）、または血管内デバイスを含む。いくつかの実施
形態において、デバイスは、複数の間欠的な血液試料を分析し得る。グルコースセンサは
、酵素的、化学的、物理的、電気化学的、分光光度的、旋光分析的、熱量測定的、イオン
泳動的、放射測定的、免疫化学的等を含む、グルコース測定の任意の方法を使用し得る。
【０１１５】
　グルコースセンサは、侵襲的、最小限に侵襲的、及び非侵襲的な感知技法（例えば、蛍
光監視）を含む任意の既知の方法を使用して、ホストにおけるグルコースの濃度を示すデ
ータストリームを提供し得る。データストリームは、典型的に、原データ信号であり、こ
れが、ユーザ、例えば患者または看護者（例えば、患者、親戚、保護者、教師、医師、看
護師、またはホストの健康状態に関心を有する任意の他の個体）に有用なグルコース値を
提供するために使用される、較正及び／またはフィルタ処理されたデータストリームに変
換される。
【０１１６】
　グルコースセンサは、グルコースの濃度を測定することができる任意のデバイスであり
得る。１つの例示的な実施形態が以下に記載されており、これは、グルコースセンサを用
いる。しかしながら、本明細書に記載されるデバイス及び方法は、グルコースの濃度を検
出し、グルコースの濃度を表す出力信号を提供することができる任意のデバイスに適用で
きることを理解されたい。
【０１１７】
　ある特定の実施形態において、分析物センサは、米国特許第６，００１，０６７号及び
米国特許公開第ＵＳ－２００５－００２７４６３－Ａ１号への参照により記載されるもの
等、埋め込み可能なグルコースセンサである。別の実施形態において、分析物センサは、
米国特許公開第ＵＳ－２００６－００２０１８７－Ａ１号への参照により記載されるもの
等、経皮グルコースセンサである。なおも他の実施形態において、センサは、米国特許公
開第ＵＳ－２００７－００２７３８５－Ａ１号、２００６年１０月４日に出願された同時
係属中の米国特許公開第ＵＳ－２００８－０１１９７０３－Ａ１号、２００７年３月２６
日に出願された同時係属中の米国特許公開第ＵＳ－２００８－０１０８９４２－Ａ１号、
２００７年２月１４日に出願された同時係属中の米国特許出願第ＵＳ－２００７－０１９
７８９０－Ａ１号に記載されるもの等、ホストの血管内または体外に埋め込まれるように
構成される。１つの代替的な実施形態において、連続的グルコースセンサは、例えば、Ｓ
ａｙらへの米国特許第６，５６５，５０９号に記載されるもの等、経皮センサを含む。別
の代替的な実施形態において、連続的グルコースセンサは、例えば、Ｂｏｎｎｅｃａｚｅ
らへの米国特許第６，５７９，６９０号またはＳａｙらへの米国特許第６，４８４，０４
６号への参照により記載されるもの等、皮下センサを含む。別の代替的な実施形態におい
て、連続的グルコースセンサは、例えば、Ｃｏｌｖｉｎらへの米国特許第６，５１２，９
３９号への参照により記載されるもの等、再充填可能な皮下センサを含む。別の代替的な
実施形態において、連続的グルコースセンサは、例えば、Ｓｃｈｕｌｍａｎらへの米国特
許第６，４７７，３９５号への参照により記載されるもの等、血管内センサを含む。別の
代替的な実施形態において、連続的グルコースセンサは、例えば、Ｍａｓｔｒｏｔｏｔａ
ｒｏらへの米国特許第６，４２４，８４７号への参照により記載されるもの等、血管内セ
ンサを含む。
【０１１８】
　図２Ａ及び２Ｂは、本開示のある特定の態様による、図１に示される分析物センサシス
テム８を組み込み得る例示的なセンサシステムの斜視図及び側面図である。センサシステ
ムは、ある特定の実施形態において、その機能的位置で示され、載置ユニット及びその中
に嵌合されるセンサ電子装置モジュールを含む、載置ユニット２１４及びそこに取り付け
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られるセンサ電子装置モジュール１２を含む。いくつかの実施形態において、ハウジング
またはセンサポッドとも称される載置ユニット２１４は、ホストの皮膚に固定するように
適応される基部２３４を含む。基部は、種々の硬質または軟質材料から形成され得、使用
中にデバイスがホストから突出することを最小限に抑えるためにロープロファイルを有し
得る。いくつかの実施形態において、基部２３４は、少なくとも部分的に可撓性材料から
形成され、これにより、残念ながらホストがデバイスを使用しているときにホストの動作
と関連する動作関連の欠点を抱え得る、従来的な経皮センサに勝る多数の利点を提供する
と考えられる。載置ユニット２１４及び／またはセンサ電子装置モジュール１２は、セン
サ挿入部位を保護するため、及び／または設置面積（ホストの皮膚の表面積の利用）が最
小限となるように、その部位の上に位置付けられ得る。
【０１１９】
　いくつかの実施形態において、載置ユニット２１４とセンサ電子装置モジュール１２と
の間に取り外し可能な接続が提供され、これにより、製造性の改善が可能となる、すなわ
ち、比較的高価でない載置ユニット２１４は、センサシステムをその使用寿命の後に置き
換える際に配置され得、一方で比較的より高価なセンサ電子装置モジュール１２は、複数
のセンサシステムで再利用可能である。いくつかの実施形態において、センサ電子装置モ
ジュール１２は、例えば、フィルタ処理、較正を行うように構成される信号処理（プログ
ラミング）、ならびに／またはセンサ情報の較正及び／もしくは表示に有用な他のアルゴ
リズムを伴って構成される。しかしながら、一体型（取り外し不可能な）センサ電子装置
モジュールが構成されてもよい。
【０１２０】
　いくつかの実施形態において、接触部２３８は、載置ユニット２１４の基部２３４に嵌
合するように構成される、本明細書でこれ以降接触部サブアセンブリ２３６と称されるサ
ブアセンブリ、ならびに接触部サブアセンブリ２３６が載置ユニット２１４に対する第１
の位置（挿入のため）と第２の位置（使用のため）との間で枢動することを可能にするヒ
ンジ２４８の上またはその中に、載置される。本明細書に使用される「ヒンジ」という用
語は、広義の用語であり、接着ヒンジ、摺動継手といった、種々の枢動、接合、及び／ま
たはヒンジ固定機序のうちのいずれかを指すことを含むが、これらに限定されず、ヒンジ
という用語は、必ずしもそこを中心に接合が発生する支点または固定点を意味するもので
はない。いくつかの実施形態において、接触部２３８は、センサ１０がそれを通じて延在
する、カーボンブラックエラストマー等の導電性エラストマー材料から形成される。
【０１２１】
　ある特定の実施形態において、載置ユニット２１４には、載置ユニットの裏面に配置さ
れ、剥離可能な裏当て層を含む、接着パッド２０８が提供される。したがって、裏当て層
を取り除き、載置ユニットの基盤部分２３４をホストの皮膚に押し付けることによって、
載置ユニット２１４をホストの皮膚に接着させる。追加または代替として、接着パッドが
センサ挿入が完了した後にセンサシステムの一部またはすべてに設置されて、接着を確実
にすることができ、また場合によっては、傷口の出口部位（またはセンサ挿入部位）（示
されない）の周囲の気密性または水密性を確保することができる。その領域（例えば、ホ
ストの皮膚）を伸縮、伸長、適合、及び／または通気させるのに適切な接着パッドが、選
択及び設計され得る。図２Ａ及び２Ｂを参照して記載される実施形態は、米国特許第７，
３１０，５４４号を参照してより詳細に記載され、これは、参照によりその全体が本明細
書に組み込まれる。構成及び配置により、本明細書に記載される際置ユニット及び／また
はセンサ電子装置モジュールと関連する耐水性、防水、及び／または密封特性を提供し得
る。
【０１２２】
　いくつかの実施形態の態様と併せて使用するのに好適な種々の方法及びデバイスは、米
国特許公開第ＵＳ－２００９－０２４０１２０－Ａ１号に開示され、これは、あらゆる目
的で参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１２３】
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　図３は、分析物センサシステム８及び表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０を
備える連続的分析物監視システム３００のある特定の実施形態の種々の要素を図示する例
示的なブロック図である。分析物センサシステム８は、センサデータの処理及び管理のた
めにセンサ測定回路３１０に連結される、分析物センサ３１２（図１で１０とも指定され
る）を含み得る。センサ測定回路３１０は、プロセッサ３１４（図１の項目１２の一部）
に連結され得る。いくつかの実施形態において、プロセッサ３１４は、センサ３１２から
センサ測定値を取得し、それを処理するために、センサ測定回路３１０の機能のうちの一
部またはすべてを実行し得る。プロセッサはさらに、センサデータを送信し、またセンサ
データをユーザに表示するか、またはそうでなければ提供するために使用される表示デバ
イス１１０、１２０、１３０、１４０等の外部デバイスから要求及びコマンドを受信する
ための無線ユニットまたはトランシーバ３１６（図１の項目１２の一部）に連結され得る
。本明細書に使用されるとき、「無線ユニット」及び「トランシーバ」という用語は、互
換的に使用され、一般に、データを無線で伝送及び受信し得るデバイスを指す。分析物セ
ンサシステム８はさらに、センサデータを記録及び追跡するためのメモリ３１８（図１の
項目１２の一部）及びリアルタイム時計（ＲＴＣ）３２０（図１の項目１２の一部）をさ
らに含み得る。
【０１２４】
　無線通信プロトコルを使用して、センサシステム８と表示デバイス１１０、１２０、１
３０、１４０との間でデータを伝送及び受信することができる。使用される無線プロトコ
ルは、近距離（例えば、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ））において複数のデバ
イスへの及び複数のデバイスからの周期的かつ小さなデータ伝送のために最適化される無
線センサネットワークでの使用のために設計され得る。例えば、プロトコルは、トランシ
ーバが短いインターバルでデータを伝送した後、長いインターバルで低電力モードに入る
ように構成され得る、周期的データ移行のために最適化され得る。プロトコルは、通常の
データ伝送、及び電力消費を抑えるために最初の通信チャネルの設定（例えば、ヘッダオ
ーバーヘッドを低減させることによって）の両方のための低オーバーヘッド要件を有し得
る。いくつかの実施形態において、バースト放送スキーム（例えば、一方向通信）が使用
され得る。これにより、認識信号のオーバーヘッド要件を排除し、ほとんど電力を消費し
ない周期的な伝送を可能にすることができる。
【０１２５】
　本プロトコルはさらに、干渉回避スキームを実装すると同時に、複数のデバイスとの通
信を確立するように構成され得る。いくつかの実施形態において、本プロトコルは、複数
のデバイスとの通信のための種々の時間スロット及び周波数帯域を定義する、適応型等時
性ネットワークトポロジーを利用し得る。本プロトコルは、したがって、干渉に応答して
、また複数のデバイスとの通信をサポートするために、伝送の枠及び周波数を修正するこ
とができる。したがって、無線プロトコルは、時間及び周波数分割多重化（ＴＤＭＡ）に
基づくスキームを使用し得る。無線プロトコルはまた、直接シーケンススペクトラム拡散
（ＤＳＳＳ）及び周波数ホッピングスペクトラム拡散スキームを利用し得る。種々のネッ
トワークトポロジーを使用して、近距離及び／または低電力の無線通信、例えば、ピアツ
ーピア、スタート、ツリー、またはメッシュネットワークトポロジー、例えば、ＷｉＦｉ
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅ
ｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）をサポートすることができる。無線プロトコルは、２．４ＧＨｚ等
のオープンＩＳＭ帯域といった、種々の周波数帯域で動作し得る。さらに、電力使用を低
減させるために、無線プロトコルは、電力消費に応じてデータ速度の適応型構成を行い得
る。
【０１２６】
　表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０は、ユーザにセンサ情報を警告及び提供
するために使用され得、センサデータの処理及び管理のためのプロセッサ３３０を含み得
る。表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０は、それぞれ、センサデータの表示、
記憶、及び追跡のための、ディスプレイ３３２、メモリ３３４、及びリアルタイム時計３
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３６を含み得る。表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０はさらに、センサデータ
を受信し、分析物センサシステム８に要求、命令、及びデータを送信するための無線ユニ
ットまたはトランシーバ３３８を含み得る。トランシーバ３３８はさらに、通信プロトコ
ルを利用し得る。メモリ３３４はまた、表示デバイス、及び／またはトランシーバと表示
デバイスとの間の無線データ通信のために設計されるカスタム（例えば、専用の）アプリ
ケーションのためのオペレーティングシステムを記憶するために使用され得る。メモリ３
３４は、単一のメモリデバイスまたは複数のメモリデバイスであり得、ソフトウェアプロ
グラム及びアプリケーションのデータ及び／または命令を記憶するための揮発性または不
揮発性メモリであり得る。命令は、トランシーバ３３８を制御及び管理するようにプロセ
ッサ３３０によって実行され得る。
【０１２７】
　いくつかの実施形態において、標準通信プロトコルが使用される場合、データ符号化、
伝送周波数、ハンドシェイクプロトコル等の管理といった、低レベルのデータ通信機能に
対応する処理回路を組み込んだ市販のトランシーバ回路が用いられ得る。これらの実施形
態において、プロセッサ３１４、３３０は、これらの動作を管理する必要はないが、伝送
に所望されるデータ値を提供し、電源の入切、メッセージが伝送される速度を設定する等
の高レベルな機能を管理する。これらの高レベルな機能を行うための命令及びデータ値は
、トランシーバ回路３１６の製造業者によって確立されるデータバス及び移行プロトコル
を介して、トランシーバ回路に提供され得る。
【０１２８】
　分析物センサシステム８の構成要素は、周期的に取り替えを必要とし得る。例えば、分
析物センサシステム８は、センサ測定回路３１０を含むセンサ電子装置モジュールに取り
付けられ得る埋め込み可能なセンサ３１２、プロセッサ３１４、メモリ３１８、及びトラ
ンシーバ３１６、ならびに電池（示されない）を含み得る。センサ３１２は、周期的な取
り替え（例えば、７～３０日ごとに）を必要とし得る。センサ電子装置モジュールは、電
池の取り替えが必要となるまで、センサ３１２よりもさらに長い間（例えば、３ヶ月間、
６ヶ月間、またはそれ以上）、電力が供給され、作動するように構成され得る。これらの
構成要素の取り替えは困難であり得、訓練された人による補助を必要とし得る。そのよう
な構成要素、特に電池を取り替える必要性を低減することにより、ユーザにとっての分析
物センサシステム８の便宜性が大幅に改善される。いくつかの実施形態において、上に定
義されるセンサセッションは、センサ３１２の寿命（例えば、７～３０日の範囲内）に対
応し得る。センサ電子装置モジュールが初めて使用されるとき（またはいくつかの場合で
は電池が取り替えられた後に再起動されるとき）、それは、センサ３１２に接続され得、
センサセッションが確立され得る。以下により詳細に記載されるように、初めて使用され
るかまたは再起動される（例えば、電池が取り替えられた）ときには、表示デバイス１１
０、１２０、１３０、１４０とセンサ電子装置モジュールとの間の通信をまず確立するた
めのプロセスが存在し得る。表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０、及びセンサ
電子装置モジュールが通信を確立すると、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０
、及びセンサ電子装置モジュールは、例えば、電池の取り替えが必要となるまで、複数の
センサ３１２の寿命の間、周期的及び／または連続的に通信状態にあり得る。センサ３１
２を取り替えるときは常に、新しいセンサセッションが確立され得る。新しいセンサセッ
ションは、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０を使用して完了するプロセスを
通じて開始され得、このプロセスは、全センサセッションにわたり持続し得るセンサ電子
装置モジュールと表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０との間の通信を介して新
しいセンサの通知によってトリガされ得る。
【０１２９】
　分析物センサシステム８は、センサ３１２から分析物データを集め、表示デバイス１１
０、１２０、１３０、１４０に周期的に送信する。データ点は、センサの寿命（例えば、
１～３０日以上の範囲内）の間、集められ、伝送される。新しい測定値は、グルコースレ
ベルを適切に監視するのに十分な頻度で伝送される必要があり得る。連続的に通信するセ
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ンサシステム８及び表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のそれぞれの伝送及び
受信回路を有するのではなく、分析物センサシステム８及び表示デバイス１１０、１２０
、１３０、１４０は、それらの間の通信チャネルを定期的かつ周期的に確立し得る。した
がって、センサシステム８は、所定の時間インターバルで、表示デバイス１１０、１２０
、１３０、１４０（例えば、ハンドヘルドコンピューティングデバイス）と無線伝送を介
して通信し得る。所定の時間インターバルの期間は、センサシステム８が必要以上に頻繁
にデータを伝送することにより電力を消費し過ぎないように十分に長く、それでいてユー
ザへの出力（例えば、表示）のために実質的にリアルタイムのセンサ情報（例えば、測定
されたグルコース値）を表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０に提供するのに十
分に頻繁になるように、選択され得る。所定の時間インターバルは、いくつかの実施形態
では５分ごとであるが、この時間インターバルは、任意の所望される長さの時間となるよ
うに変動し得ることが理解される。
【０１３０】
　図４は、本開示のある特定の態様による、分析物センサシステム８と分析物センサシス
テム８から分析物値を無線で受信することができる表示デバイス１１０、１２０、１３０
、１４０との間の例示的な無線データ通信を図示するフロー図である。図４に図示される
手順と関連して行われる種々のタスクは、プロセッサが非一過性コンピュータ可読媒体に
具現化される命令を実行することによって行われ得る。例えば、この手順と関連して行わ
れるタスクは、図１及び／または図３のセンサシステム８、ならびに表示デバイス１１０
、１２０、１３０、及び１４０のうちの１つ以上等、コンピューティングデバイスのうち
の１つ以上に組み込まれるハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれら
の任意の組み合わせによって行われ得る。この手順は、任意の数の追加または代替のタス
クを含み得る。図４に示されるタスクは、図示される順序で行われる必要はなく、この手
順は、本明細書で詳細には記載されない追加の機能性を有するより包括的な手順またはプ
ロセスに組み込まれてもよい。
【０１３１】
　以下に記載される実施例において、分析物値は、例示の目的で分析物センサ３１２によ
るグルコースレベルの１つ以上の測定値に基づくグルコース値である。しかしながら、分
析物値は、本明細書に記載される任意の他の分析物値であってもよい。分析物センサシス
テム８と表示デバイスとの間の無線データ通信は、分析物センサシステム８のトランシー
バ３１６と表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のトランシーバ３３８との間の
２つの連続した無線通信セッション間の期間に対応し得る、「Ｔｉｎｔｅｒｖａｌ」と示
される更新インターバルで区切られた時間で、周期的に起こり得る。あるいは、更新イン
ターバルは、最近測定されたグルコース値を取得し、送信する期間と考えられ得る。アド
バタイズメント信号の伝送、データ接続（例えば、通信チャネル）の確立、ならびにデー
タの要求及び送信は、それぞれが更新インターバルＴｉｎｔｅｒｖａｌ内のアクティブな
時間または「ＴＡｃｔｉｖｅ」と示される時間継続する、無線通信セッション中に生じ得
る。２つの連続した無線通信セッション間に、トランシーバ３１６は、例えば、電池の寿
命を保つ及び／またはピーク電圧要件を下げるために、「ＴＩｎａｃｔｉｖｅ」として示
される停止期間の間、停止またはスリープモードに入る。
【０１３２】
　図４は、２つのそのような無線通信セッション、すなわち、第１の無線通信セッション
４１０及び第２の無線通信セッション４２０を示す。各無線通信セッション４１０、４２
０は、分析物センサシステム８が表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０とのデー
タ接続を確立することで開始する。表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０とのデ
ータ接続を確立するために、分析物センサシステム８のトランシーバ３１６は、第１の無
線通信セッション４２０の間に一連のアドバタイズメント信号４１２を伝送する。各アド
バタイズメント信号は、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０がトランシーバ３
１６とのデータ接続を確立するためのインビテーションと考えられ得る。
【０１３３】
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　図４の図示される例において、分析物センサシステム８は最初のシステム設定を行う必
要があるとされ、これは、システム８が今初めて起動されたため、及び／または現在は表
示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０と対になっていないためである。典型的に、
表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のユーザは、ユーザインターフェース（例
えば、タッチスクリーンディスプレイ）を使用して表示デバイス上で起動するカスタムア
プリケーションを介して、新しい／対になっていない分析物センサシステム８と関連する
識別情報（例えば、シリアル番号）を入力することによって、表示デバイスと対にする必
要のある、新しいかまたはこれまでに使用されたことのない分析物センサシステム８を特
定する。第１の無線通信セッション４１０中に、データ接続プロセス４１４の一部として
認証手順が行われる必要がある。分析物センサシステム８とのデータ接続を確立するため
に、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０は、分析物センサシステム８のトラン
シーバ３１６によって伝送されるアドバタイズメント信号が受信されるまで、待機する。
トランシーバ３１６がアドバタイズメント信号４１２の伝送を開始すると、表示デバイス
１１０、１２０、１３０、１４０がアドバタイズメント信号を受信し、アドバタイズメン
ト信号に応答するのに、１、２、またはそれ以上のアドバタイズメント信号を要し得る。
いくつかの実施形態において、トランシーバ３１６は、表示デバイスがアドバタイズメン
ト信号を受信し、例えば、確認応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を介してアドバ
タイズメント信号に応答すると、追加のアドバタイズメント信号の送信を停止する。他の
実施形態において、トランシーバ３１６は、別の表示デバイスが、追加のアドバタイズメ
ント信号のうちの１つを受信し、それに応答することができるように、表示デバイスから
の応答を受信した後ですら、追加のアドバタイズメント信号の送信を継続し得る。
【０１３４】
　表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０によるアドバタイズメント信号の受信が
成功した後、表示デバイス及び分析物センサシステム８は、第１のデータ接続プロセス４
１４を行う。第１のデータ接続プロセス４１４の間に、表示デバイスは、分析物センサシ
ステム８からチャレンジ値を要求し、分析物センサシステム８は、それに応答して表示デ
バイスにチャレンジ値を送信する。チャレンジ値を受信すると、表示デバイスは、チャレ
ンジ値ならびに分析物センサシステム８及び／またはトランシーバ３１６と関連する識別
情報に基づいて、ハッシュ値を計算し、トランシーバ３１６にハッシュ値を送信する。ト
ランシーバ３１６は、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０からのハッシュ値を
受信し、ハッシュ値から識別情報を復号し、受信した識別情報が、センサシステム８の製
造中等、以前に分析物センサシステム８のメモリ３１８内に記憶されているセンサシステ
ム８及び／またはトランシーバ３１６と関連する識別情報に一致することを検証する。検
証を終えると、トランシーバ３１６は、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０に
認証の成功を確認する信号を送信する。認証が終わると、分析物センサシステム８及び表
示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０は、データをどのように交換するか（例えば
、特定の周波数、データスロット割り当て、暗号化等）を決定するために情報を交換し得
る。
【０１３５】
　第１のデータ接続プロセス４１４の完了後、分析物センサシステム８及び接続された表
示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０は、第１のデータ通信４１６に携わり、この
間に、接続された表示デバイスは、分析物センサシステム８から所望される情報（例えば
、分析物データ、制御情報、識別情報、及び／または命令）を要求し、それを受信する。
第１のデータ通信４１６が完了すると、データ接続が終了し（例えば、確立された通信チ
ャネルを閉じることにより）、分析物センサシステム８のトランシーバ３１６及び／また
はプロセッサ３１４（ならびに可能性としては、実装の選好に応じて、表示デバイス１１
０、１２０、１３０、１４０のトランシーバ３３８及び／またはプロセッサ３３０も同様
に）は、トランシーバ３１６及び／またはプロセッサ３１４をスリープまたは停止モード
に入らせることによって、起動解除され得る。いくつかの実施形態において、トランシー
バ３１６は、スリープモードの間に電源が完全に落とされる。他の実施形態において、ト
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ランシーバ３１６は、通常の電流／電力のうちのほんの一部のみ（例えば、１～１０％）
を使用する低電力モードにある。
【０１３６】
　各無線通信セッションの期間に対応するアクティブ期間ＴＡｃｔｉｖｅは、２つの連続
した無線通信セッション間の期間に対応する更新インターバルＴｉｎｔｅｒｖａｌのうち
のほんの一部であり得る。例えば、Ｔｉｎｔｅｒｖａｌは、約２００～４００秒であり得
、ＴＡｃｔｉｖｅは、２０～４０秒であり得る。このように、分析物センサシステム８の
トランシーバ３１６は、５分間のＴｉｎｔｅｒｖａｌのうちの１０パーセント（例えば、
３０秒間）の間だけ、完全に電力供給され得る。これは、電力消費及びピーク電圧の必要
性を大幅に低減させ得る。いくつかの事例において、トランシーバ３１６は、完全に電源
が落とされるわけはないが、伝送中以外は低電力モードに入る。図４に示されるように、
停止時間、すなわち期間ＴＩｎａｃｔｉｖｅの後に、トランシーバ３１６（及びトランシ
ーバ３３８）の電源が再び入ると第２の無線通信セッション４２０が始まり、第２の一連
のアドバタイズメント信号の伝送４２２が開始し、表示デバイス１１０、１２０、１３０
、１４０のトランシーバ３３８との第２のデータ接続プロセス４２４及び第２のデータ通
信プロセス４２６を行う。しかしながら、第１のデータ接続プロセス４１４とは異なり、
第２のデータ接続プロセス４２４は認証を伴わず、これは、分析物センサシステム８及び
表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０が、上述のように、第１の無線通信セッシ
ョン４１０の間に対になるか、または結びつきが成功しているためである。このプロセス
は継続し得、新しいデータ接続及び通信が所定のインターバルで完了する。トランシーバ
３１６がスリープモードにある各停止期間ＴＩｎａｃｔｉｖｅの全体または一部の間、プ
ロセッサ３１４は、分析物センサ３１２及びセンサ測定回路３１０を使用して、１つ以上
の分析物値の測定値（複数可）を取得し得る。例えば、プロセッサ３１４は、複数の分析
物値測定値をとり、それらを平均して、次の無線通信セッションで伝送される単一の平均
分析物値を生成し得る。
【０１３７】
　新しい通信チャネルを連続的に再確立して各インターバルＴｉｎｔｅｒｖａｌ中にトラ
ンシーバ３１６の電源を部分的または完全に落とすことを可能にすることにより、大幅な
省電力をもたらし、センサ電子装置モジュール１２（図１）が電池の取り替えを必要とす
ることなく、６カ月以上連続して動作することを可能にし得る。さらに、更新インターバ
ルＴｉｎｔｅｒｖａｌ中にグルコースデータ点をやみくもに伝送するのではなく、所望さ
れる表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のみとの特定のデータ接続（例えば、
通信チャネル）確立することにより、グルコース測定値の無許可の使用及び傍受を防ぐこ
とができる。いくつかの実施形態において、複数の表示デバイス１１０、１２０、１３０
、１４０のサブセットのみが、グルコース測定値及び／または警報条件といった異なるデ
ータを受信するように構成され得る。これは、複数の表示デバイスが警報を発行すること
を防ぎ、それによって、ユーザを混乱させる及び／または苛立たせることを防ぐという利
点を有する。加えて、確実な二方向通信チャネルを確立することにより、特定のグルコー
ス測定値または較正もしくは構成情報の通信の要求は、分析物センサシステム８と表示デ
バイス１１０、１２０、１３０、１４０との間で必要に応じて／要求基準で伝送され得る
。
【０１３８】
　さらに、いくつかの実施形態において、トランシーバ３１６は、毎回の更新インターバ
ルＴｉｎｔｅｒｖａｌのデータ通信のためには起動されない場合がある。代わりに、トラ
ンシーバ３１６は、例えば、センサシステム８と表示デバイス１１０、１２０、１３０、
１４０との間の通信が、毎回の更新インターバルＴｉｎｔｅｒｖａｌよりも低い頻度で生
じるように、２回、３回、または４回の更新インターバルＴｉｎｔｅｒｖａｌに１回起動
され得る。そうすることで、電力消費をさらに低減させることができる。起動はまた、セ
ンサデータにも依存し得る。例えば、データがある特定の閾値、そのような現在の変化率
、現在の高い値、現在の低い値、以前に交換した値との絶対差、以前に交換した値との割
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合の差等を満たす場合にのみトランシーバを起動する。いくつかの実施形態において、あ
る特定の固定更新インターバルを飛ばす代わりに、各インターバルの長さが、センサデー
タに基づいて変動するようになり得る。例えば、低グルコース値及び／または低血糖反応
が検出されたことをセンサデータが示す場合、更新インターバル値は、より頻繁な読み出
し値が取得され、伝送されるように、通常の更新インターバル値よりも短縮され得る。
【０１３９】
　いくつかの実施形態において、トランシーバが起動される更新インターバルＴｉｎｔｅ

ｒｖａｌ、アクティブ期間ＴＡｃｔｉｖｅ、及び頻度ＦＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ（例えば、
２回、３回、または４回の更新インターバルに１回）は、変数であり得る。ある特定の実
施形態において、上で特定されたパラメータは、ユーザが構成することができる（例えば
、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のユーザインターフェースを使用して変
数の値を入力することによって）、及び／または１つ以上の基準に基づいて、分析物セン
サシステム８または表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０によって自動で変動さ
れ得る。基準には、（ｉ）センサシステム８の監視された電池残量、（ｉｉ）所定の閾値
を満たすか、またはそれを超える、現在測定された、以前に測定された、及び／または予
測されるグルコース濃度、（ｉｉｉ）現在測定された、以前に測定された、及び／または
予測されるグルコース濃度に基づくホストのグルコース濃度の傾向、（ｉｖ）所定の閾値
を満たすか、またはそれを超える、現在測定された、以前に測定された、及び／または予
測されるグルコース濃度に基づくホストのグルコース濃度の変化率、（ｖ）ホストが現在
測定された、以前に測定された、及び／または予測されるグルコース濃度に基づく高血糖
にあるか、またはその付近であると判定されるかどうか、（ｖｉ）ホストが現在測定され
た、以前に測定された、及び／または予測されるグルコース濃度に基づく低血糖にあるか
、またはその付近であると判定されるかどうか、（ｖｉｉ）ユーザが入力したホストの活
動（例えば、運動または睡眠）、（ｖｉｉｉ）センサセッションが開始してからの時間（
例えば、新しいセンサ１０が使用される場合）、（ｉｘ）センサシステム８または表示デ
バイス１１０、１２０、１３０、１４０によって検出された１つ以上のエラー、ならびに
（ｘ）表示デバイスの種類が挙げられ得る。
【０１４０】
　本明細書に記載されるＴｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＡｃｔｉｖｅ、ＦＡｃｔｉｖａｔｉｏｎ

、及び／または他の構成項目は、分析物センサシステム１０及び表示デバイス１１０、１
２０、１３０、１４０で分析物測定値を通信するためのプロトコルのカスタマイズされた
使用を可能にするために基礎的な通信プロトコルを実装する任意のデバイス上に記憶され
得る通信プロトコルプロファイルの一部を形成し得る。
最初のデータ接続プロセスを促進する
【０１４１】
　ユーザが表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０と新しい分析物センサシステム
８とを対にしようとするとき、例えば、表示デバイスのユーザインターフェース（例えば
、タッチスクリーン）を介して、表示デバイスに分析物センサシステム８（またはシステ
ム８のトランシーバ３１６）と関連する識別情報（例えば、シリアル番号または何らかの
他の固有の識別子）を入力する。例えば、プログラムされた更新インターバルＴｉｎｔｅ

ｒｖａｌ及び／または任意のセンサシステム初期化時間に応じて、トランシーバ３１６が
アドバタイズメント信号の伝送を開始する前に５～１０分かかり得る。したがって、分析
物センサシステム８と表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０とを対にするのに最
大１０分かかり得る。いくつかの実施形態において、表示デバイスは、特定のモバイルオ
ペレーティングシステム（例えば、ＡｎｄｒｏｉｄまたはｉＯＳ）に基づく携帯電話１２
０、タブレット１３０、またはスマートウォッチ１４０といった、モバイルデバイスであ
り得る。分析物センサシステム８の認証手順に対処するためのモバイルデバイスで起動す
るカスタムアプリケーションは、停止状態またはバックグラウンドモードであり得、その
ため、トランシーバ３１６がアドバタイズメント信号の伝送を開始するときに、モバイル
デバイスが認証手順を完了することができない場合がある。この問題は、対にする時間を
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さらに増加させ得る。
【０１４２】
　前述の問題に対する１つの解決策は、分析物センサシステム８はモバイルデバイスとの
データ接続の準備ができていることをユーザに知らせ、カスタムアプリケーションをフォ
アグラウンドモードにすることができるように、ユーザインターフェースを介してユーザ
へのメッセージの表示をモバイルデバイスに行わせることである。フォアグラウンドモー
ドになると、任意で、カスタムアプリケーションは、トランシーバとのデータ接続が所望
されていることに関する確認をユーザに求め得る。図５は、本開示のある特定の態様によ
る、分析物センサシステム８とモバイルデバイス１２０、１３０、１４０との間の初期設
定手順を促進するための例示的なプロセス５００を図示するフローチャートである。図５
に図示されるプロセス５００と関連して行われる種々のタスクは、プロセッサが非一過性
コンピュータ可読媒体に具現化される命令を実行することによって行われ得る。例えば、
プロセス５００と関連して実行されるタスクは、図１及び／または図３のセンサシステム
８ならびに表示デバイス１１０、１２０、１３０、及び１４０のうちの１つ以上等、コン
ピューティングデバイスのうちの１つ以上に組み込まれるハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせによって行われ得る。この手順は、任
意の数の追加または代替のタスクを含み得る。図５に示されるタスクは、図示される順序
で行われる必要はなく、この手順は、本明細書で詳細には記載されない追加の機能性を有
するより包括的な手順またはプロセスに組み込まれてもよい。
【０１４３】
　上に示されるように、モバイルデバイス１２０、１３０、１４０は、Ａｎｄｒｏｉｄま
たはｉＯＳ等のモバイルオペレーティングシステムに基づき得る。モバイルデバイスはま
た、分析物センサシステム８からの分析物データの通信及び管理に対処するためのカスタ
ムアプリケーションを起動するように構成され得る。ある特定の実施形態において、無線
データ通信は、近距離及び／または低電力の無線通信、例えば、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）、及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｙ（Ｂ
ＬＥ）に基づき得る。ある特定の実施形態において、モバイルデバイスはｉＯＳに基づく
ｉＰｈｏｎｅであり、無線通信プロトコルはＢＬＥである。
【０１４４】
　プロセス５００は、開始状態５０１で始まり、操作５１０へと進み、ここで、モバイル
デバイス１２０、１３０、１４０は、ユーザが対にしようとする分析物システム８のトラ
ンシーバ３１６と関連する識別情報を読み出す。識別情報は、例えば、センサシステムと
関連するシリアル番号であり得る。ユーザは、モバイルデバイス１２０、１３０、１４０
に提供されるタッチスクリーンディスプレイ１２２、１３２、１４２といったユーザイン
ターフェースを使用して、カスタムアプリケーションを介してこの情報を入力し得る。プ
ロセス５００は操作５２０へと進み、ここで、ユーザが入力した識別情報が、モバイルデ
バイス１２０、１３０、１４０のメモリ３３４に記憶される。プロセス５００は操作５３
０へと進み、ここで、モバイルデバイス１２０、１３０、１４０のプロセッサ３３０が、
カスタムアプリケーションをバックグラウンドモードに入らせる。カスタムアプリケーシ
ョンは、種々の理由によりバックグラウンドモードに入るように作製され得る。例えば、
ある特定の実施形態において、所定の停止期間後に、バックグラウンドモードに入る。モ
バイルオペレーティングシステムに応じて、所定の停止期間は、１０～１００秒であり得
る、いくつかの実施形態において、モバイルデバイスのメモリ使用率が何らかの所定の閾
値を上回っている等の条件を検出した後にバックグラウンドモードに入り、モバイルオペ
レーティングシステム及び／またはユーザは、１つ以上のアクティブなアプリケーション
をバックグラウンドモードに入れることを決定する。
【０１４５】
　プロセス５００は、次いで、操作５４０へと進み、ここで、モバイルデバイス１２０、
１３０、１４０は、モバイルデバイスがアドバタイズメント信号を受信するまで、トラン
シーバ３１６からのアドバタイズメント信号を検索する。プロセス５００は操作５５０へ
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と進み、ここで、モバイルデバイスは、ユーザが入力した識別情報及びチャレンジ値に基
づいて、トランシーバ３１６を認証する。図４に関して上述のように、認証操作５００は
、モバイルデバイスがトランシーバ３１６からチャレンジ値を要求すること、チャレンジ
値を受信すること、チャレンジ値及び識別情報からハッシュ値を生成または計算すること
、ハッシュ値をトランシーバに伝送すること、ならびにトランシーバ３１６から認証の成
功を示す確認を受信することを含み得る。
【０１４６】
　プロセス５００は、次いで、操作５６０へと進み、ここで、モバイルデバイス１２０、
１３０、１４０は、例えば、カスタムアプリケーションと関連するアイコンに触れること
によって、カスタムアプリケーションをフォアグラウンドモードにするようにユーザに促
す（例えば、音による警報、振動による警報、及びポップアップメッセージのうちの１つ
またはいずれかの組み合わせを介して）、及び／またはモバイルデバイスは、ポップアッ
プメッセージをディスプレイに表示させ、カスタムアプリケーションに対応する選択可能
なフィールドに触れるようにユーザに促す。カスタムアプリケーションがフォアグラウン
ドモードになった後、プロセス５００は操作５７０へと進み、ここで、カスタムアプリケ
ーションは、トランシーバ３１６とのデータ接続が所望されていることに関するユーザか
らの確認を要求する。プロセス５００はクエリ状態５７５へと進み、ここで、そのような
確認が所定の時間内にユーザから受信されたかどうかが判定される。確認が受信されると
（はいの場合）、プロセス５００は操作５８０へと進み、ここで、トランシーバ３１６と
のデータ接続が、例えば、確認を示す信号をトランシーバに送信した後、モバイルデバイ
スがトランシーバ３１６から分析物値を要求及び受信するデータ通信によって、完了する
。データ接続及びデータ通信が完了した後、プロセス５００は操作５９０へと進み、ここ
で、データ接続を終了した後、終了状態５０３で終了する。一方で、確認が所定の時間内
にユーザから受信されない場合（いいえ）、プロセス５００は、分析物センサシステム８
とモバイルデバイス１２０、１３０、１４０との間での対形成を完了することなく終了す
る。
【０１４７】
　例示として、上述のプロセス５００は、ｉＯＳ７オペレーティングシステムを有するＡ
ｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅに実装され得る。ｉＯＳ７は、サスペンドまたはバックグラウン
ドモードにあるカスタムアプリケーションが別のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）イベン
トを予定していることをｉＯＳ７に再認識させる、「復元する／復元機能」を有する。こ
のイベントの前に、ｉＯＳ７は、アプリケーションの停止状態を解除し、それによって、
トランシーバ３１６からのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号（例えば、アドバタイズ
メント）をスキャンさせ得る。
カスタムアプリケーションをサスペンド状態から回復させる
【０１４８】
　いくつかの事例において、モバイルデバイス１２０、１３０、１４０のプロセッサ３０
０は、ある特定の条件が生じた場合にカスタムアプリケーションを中断することができる
。例えば、いくつかのモバイルオペレーションシステムにおいて、１つ以上のアプリケー
ションが、過剰な量のメモリを使用していると判定された場合、本システムは、分析物セ
ンサシステム８との無線通信を促進するモバイルデバイスのカスタムアプリケーションを
含む、アプリケーション（複数可）のうちの１つ以上を起動解除するか、そうでなければ
中断することを決定し得る。カスタムアプリケーションのそのような起動解除または中断
が発生する場合、モバイルデバイスのトランシーバ３３８は、アドバタイズメント信号を
それほど頻繁にスキャンもしくは検索しないか、または全くスキャンもしくは検索しない
場合があり、これが、更新された分析物値を表示する、及び／または分析物値に基づいて
警告を提供するモバイルデバイスの能力を妨げ得る。
【０１４９】
　この問題は、カスタムアプリケーションが中断されていること、及びアプリケーション
が無線通信イベントを予定していることをオペレーティングシステムに再認識させる、Ａ
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ｐｐｌｅ，Ｉｎｃ．のｉＯＳ７モバイルオペレーティングシステム等、いくつかのモバイ
ルオペレーティングシステムにおいて利用可能なリマインダ特徴の使用によって解決し得
る。リマインダに応答して、オペレーティングシステムは、カスタムアプリケーションを
停止状態（例えば、サスペンド、閉鎖、バックグラウンド等）から出すか、またはＢＬＥ
無線装置を起動することを理解しており、それによって、カスタムアプリケーションがこ
れからの無線通信イベントの準備を整えることを可能にし得る。図６は、本開示のある特
定の態様による、次のスケジュールされたデータ通信イベントの前に、カスタムアプリケ
ーションを停止状態から退出させることによって、分析物センサデバイス８と分析物セン
サシステム８から分析物値を無線で受信することができるモバイル表示デバイス１２０、
１３０、１４０との間の無線データ通信を促進するための例示的なプロセス６００を図示
するフローチャートである。
【０１５０】
　プロセス６００は、開始状態６０１で始まり、操作６１０へと進み、ここで、カスタム
アプリケーションによる過剰なメモリの使用が判定されている。過剰なメモリの使用は、
例えば、モバイル表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０でのメモリ使用率がある
特定の事前設定される記憶閾値を上回ると、発生し得る。一例としては、モバイル表示デ
バイス上で起動する複数のアプリケーションが、所望されるよりも多くのメモリを使用し
ていることであり得、これが、全体として性能の低下をもたらし得る。プロセス６００は
操作６１０へと進み、ここで、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のプロセッ
サ３００は、例えば、全体的なメモリ使用率を低減するために、カスタムアプリケーショ
ンを停止状態に入らせる。上述のように、カスタムアプリケーションが停止状態におかれ
ると、モバイルデバイスのトランシーバ３３８は、アドバタイズメント信号をそれほど頻
繁にスキャンまたは検索しないか、または全くしないように構成され得る。プロセス６０
０は、次いで、操作６２０へと進み、ここで、プロセッサ３３０は、トランシーバ３１６
が次のアドバタイズメント信号セットの伝送を開始することが予測される次のスケジュー
ル時間を判定する。プロセス６００は操作６３０へと進み、ここで、プロセッサ３３０は
、次のスケジュール時間の前にカスタムアプリケーションを停止状態から退出させる。ト
ランシーバ３１６が停止モードを出て次のアドバタイズメント信号のセットを伝送する前
に、カスタムアプリケーションをサスペンド状態から戻すことによって、モバイルデバイ
スは、アドバタイズメント信号を受信し、データ接続及びトランシーバ３１６との通信を
行うことが可能となる。プロセス６００は、終了状態６０３で終了した後、図４の操作４
２０に関して上述のように、接続の要求及びデータの交換へと進む。
データ接続を確立するためのアドバタイズメント信号の数を最小化する
【０１５１】
　図４に関して上述のように、トランシーバ３１６がアドバタイズメント信号セット４１
２、４２２の伝送を開始すると、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０がアドバ
タイズメント信号を受信し、トランシーバ３１６とのデータ接続を行うためにはいくつか
のアドバタイズメント信号を要し得る。いくつかの事例において、その数は、１０個以上
ほどに高くあり得る。そのような多数のアドバタイズメント信号の伝送は、分析物センサ
システム８の電池から多くの電力を消費し得る。したがって、トランシーバ３１６が伝送
するアドバタイズメント信号の数を最小限に抑えることで、分析物センサシステム８の寿
命を長くすることができる。本開示のある特定の態様において、最小化は、アドバタイズ
メント信号の伝送前に、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のトランシーバま
たは無線ユニット３３８に、停止モードを退出させ、分析物センサシステム８のトランシ
ーバからアドバタイズメント信号を能動的にスキャンさせることによって、達成され得る
。トランシーバ３３８が停止モードを退出する具体的な時間は、分析物センサシステム８
から受信した接続インターバルに基づいて、以前の無線通信周期から計算され得る。接続
インターバルは、以前の通信周期における、分析物センサシステム８のトランシーバ３１
８による一連のアドバタイズメント信号の伝送の開始とトランシーバ３１６による表示デ
バイス１１０、１２０、１３０、１４０からのデータ接続要求の受信との間で経過した時
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間の量を示す。このスキームにより、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のト
ランシーバ３３８の停止解除が遅すぎて、伝送の開始時に１つ以上のアドバタイズメント
信号を逃すことを防ぐ。
【０１５２】
　図７は、本開示のある特定の態様による、分析物センサシステム８のトランシーバ３１
６が表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０とのデータ接続を確立する前に伝送す
るアドバタイズメント信号の数を最小限に抑えるための例示的なプロセス７００を図示す
るフローチャートである。フローチャートは、２セットの操作を示す。左側に７５０～７
６８の範囲の番号で示されるセットは、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０で
行われる操作に対応し、右側に７１０～７２２の範囲の番号で示されるセットは、分析物
センサシステム８で行われる操作に対応する。図７に図示されるプロセス７００と関連し
て行われる種々のタスクは、プロセッサが非一過性コンピュータ可読媒体に具現化される
命令を実行することによって行われ得る。例えば、プロセス７００と関連して実行される
タスクは、図１及び／または図３のセンサシステム８ならびに表示デバイス１１０、１２
０、１３０、及び１４０のうちの１つ以上等、コンピューティングデバイスのうちの１つ
以上に組み込まれるハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意
の組み合わせによって行われ得る。この手順は、任意の数の追加または代替のタスクを含
み得る。図７に示されるタスクは、図示される順序で行われる必要はなく、この手順は、
本明細書で詳細には記載されない追加の機能性を有するより包括的な手順またはプロセス
に組み込まれてもよい。
【０１５３】
　プロセス７００は、開始状態７０１で始まり、操作７１０へと進み、ここで、分析物セ
ンサシステム８において、トランシーバ３１６が表示デバイス１１０、１２０、１３０、
１４０とのデータ通信を行わないスリープまたは停止モードから、トランシーバ３１６が
退出する。
【０１５４】
　表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０において、プロセス７００は操作７５０
へと進み、ここで、表示デバイスのプロセッサ３３０は、トランシーバ３３８に、分析物
センサシステム８からのアドバタイズメント信号を検索させる。分析物センサシステム８
において、プロセス７００は操作７１２へと進み、ここで、分析物センサシステム８のプ
ロセッサ３１４は、トランシーバ３１６に、第１の時間Ｔ１で第１の一連のアドバタイズ
メント信号の伝送を開始させる。分析物センサシステム８のプロセッサ３１４は、リアル
タイム時計（ＲＴＣ）３２０を使用して第１の時間Ｔ１を測定し、Ｔ１をメモリ３１８に
記憶する。
【０１５５】
　表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０において、プロセス７００は操作７５２
へと進み、ここで、表示デバイスのプロセッサ３３０は、トランシーバ３３８を介して分
析物センサシステム８からアドバタイズメント信号を受信する。続いて、操作７５４で、
プロセッサ３３０は、トランシーバ３３８に、データ接続要求を分析物センサシステム８
に伝送させる。分析物センサシステム８において、プロセス７００は操作７１４へと進み
、ここで、プロセッサ３１４は、第２の時間Ｔ２でトランシーバ３１６を介して表示デバ
イスからデータ接続要求を受信する。プロセッサ３１４は、ＲＴＣ３２０を使用して第２
の時間Ｔ２を測定し、Ｔ２をメモリ３１８に記憶する。操作７１６において、プロセッサ
３１４は、トランシーバ３１６に、データ接続要求の承認を示す信号を表示デバイス１１
０、１２０、１３０、１４０に伝送させ、表示デバイスとのデータ接続を確立することに
よって、データ接続要求を承認する。表示デバイスにおいて、表示デバイスのプロセッサ
３３０は、分析物センサシステム８から信号を受信し、操作７５８において、トランシー
バ３３８にトランシーバ３１６とのデータ接続を確立させる。
【０１５６】
　分析物センサシステム８において、プロセス７００は操作７１８へと進み、ここで、プ
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ロセッサ３１４は、トランシーバ３１６に、接続インターバルを表示デバイス１１０、１
２０、１３０、１４０に伝送させる。接続インターバルは、表示デバイスが停止モードか
ら退出し、分析物センサシステム８からのアドバタイズメント信号の検索を開始する、退
出時間を計算するために表示デバイスが使用するためのものである。接続インターバルは
、第１及び第２の時間、Ｔ１及びＴ２に基づいて計算され、これらの２つの時間の間の差
を示す。例えば、いくつかの実施形態において、接続インターバルは、差、すなわち、（
Ｔ２－Ｔ１）である。他の実施形態において、接続インターバルは、現在の時間＋（Ｔ２
－Ｔ１）等、差の関数である。
【０１５７】
　表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０において、プロセス７００は操作７６０
へと進み、ここで、プロセッサ３３０は、分析物センサシステム８から接続インターバル
を受信する。プロセッサ３３０は、次いで、操作７６２において分析物センサシステム８
に分析物値の要求を伝送する。分析物センサシステム８において、プロセッサ３１４は、
要求を受信し、操作７１８で分析物値を表示デバイスに伝送し、操作７２０でトランシー
バにデータ接続を終了させ、操作７２２でスリープモードに入る。いくつかの実施形態に
おいて、トランシーバ３１６は、電源が完全に落とされる。他の実施形態において、トラ
ンシーバ３１６は、低電力モードに入る。
【０１５８】
　表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０において、プロセッサ３３０は、操作７
６２で分析物値を受信し、分析物センサシステム８とのデータ接続を終了する。プロセッ
サ３３０はまた、操作７６４でトランシーバ３３８を停止モードに入らせる。停止モード
の間、表示デバイスのトランシーバ３３８は、分析物センサシステム８のトランシーバ３
１６との無線データ通信に関与しない。操作７６６において、プロセッサ３３０はまた、
分析物センサシステム８から受信した接続インターバルに基づいて、トランシーバ３１６
が停止モードから退出する退出時間を計算する。ある特定の実施形態において、計算され
る退出時間は、現在の時間＋更新インターバル（Ｔｉｎｔｅｒｖａｌ）－接続インターバ
ル－通知遅延－セーフガードによって得られる。本明細書に使用されるとき、通知遅延は
、接続が最初に確立されるときと、同期通知が実際に送信されるときとの間で経過した時
間の尺度である。実際の期間は、使用されるデバイスに応じて多様であり得る。セーフガ
ードは、分析物センサシステムのトランシーバ３１６の停止状態が解除される前に、表示
デバイスのトランシーバ３３８の停止状態が解除され、スキャンを開始する必要のある、
時間の尺度である。いくつかの実施形態において、接続インターバルは約９０～３００ミ
リ秒であり、通知遅延は約１００～３００ミリ秒であり、セーフガードは典型的には約３
００～７００ミリ秒である。操作７６８において、プロセッサ３３０は、トランシーバ３
３８が分析物センサシステム８のトランシーバ３１６からの次の一連のアドバタイズメン
ト信号の検索を開始することができるように、トランシーバ３３８を計算された退出時間
に停止モードを退出させる。
【０１５９】
　図７において見ることができるように、プロセス７００は、所与の無線通信セッション
の間に、表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０のトランシーバ３３８が以前の無
線通信の間に分析物センサシステム８から受信した接続インターバルに基づいて計算され
る退出時間に停止モードを退出することができるように、実質的に繰り返す。Ａｎｄｒｏ
ｉｄオペレーションシステムを使用したモバイルデバイスに実装される場合、このスキー
ムは、平均して５０を上回るものから、約３～４まで、トランシーバが伝送する必要のあ
るアドバタイズメント信号の数を低減させることが示されている。さらに、このスキーム
の使用により、アドバタイズメントの電力消費を最大で接続プロセスの約６８％低減させ
ることが実現している。
表示デバイス間の切り替え
【０１６０】
　いくつかの事例において、ユーザが２つ以上の表示デバイス間で切り替えを行うことが
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望ましいか、または必要な場合がある。例えば、ユーザは、通常、携帯電話１２０でのグ
ルコース読み出し値の確認を望む場合がある。しかしながら、携帯電話１２０の電池レベ
ルが少ない場合、カスタム監視デバイス１１０に切り替えて、そこでグルコース読み出し
値の確認を行おうとし得る。携帯電話を充電した後、ユーザは、より良好な確認作業のた
めに、携帯電話に切り替えを戻そうと望み得る。したがって、表示デバイス間の切り替え
のための便宜的かつ効率的な方法が望ましい。
【０１６１】
　加えて、ユーザが選択した表示デバイスではない１つ以上の表示デバイスからのデータ
接続要求を効率的に拒絶することができることも、望ましい。例えば、ユーザが選択した
携帯電話１２０が唯一の許可される表示デバイスである状況においても、トランシーバ３
１６は、他の表示デバイスからデータ接続要求を受信し得る。そのような場合、たくさん
の時間及び電池電源を消費することなく、データ接続要求を即座に拒絶することが望まし
い。
【０１６２】
　２つの表示デバイス間の切り替えを促進するための１つの解決策は、単一の許可される
表示デバイス（上述の例では携帯電話１２０）をリスト内で特定し、リストに特定された
単一の許可される表示デバイスではない表示デバイスからデータ接続要求が受信された場
合、より上位のソフトウェアレベルではなく、無線ハードウェアレベルでその要求を拒絶
することである。そのようなリストは、無線ハードウェアレベルでトランシーバ３１６の
機能を制御するプロセッサを伴うメモリに実装され得る。そのようなプロセッサは、主要
プロセッサ３１４の一部であり得るか、またはトランシーバ３１６の一部であり得る。い
くつかの実施形態において、プロセッサは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　ｌｏｗ　
ｅｎｅｒｇｙ（ＢＬＥ）アーキテクチャではリンク層（ＬＬ）コントローラである。デー
タ接続要求がデバイスから受信されると、無線ハードウェアレベルのコントローラは、要
求しているデバイスがリストに特定されるかを判定し、リストに特定されない場合、より
上位のソフトウェアレベルではなく無線ハードウェアレベルで要求を拒絶する。これによ
り、不要なデバイスからのデータ接続要求を拒絶することと関連する時間及び電池電源を
大幅に低減させることができる。いくつかの実施形態において、１つを上回る許可される
表示デバイスが存在し得る。すなわち、同時に分析物センサシステム８に接続され、それ
と通信する複数の表示デバイスが存在し得る。
【０１６３】
　ある特定の実施形態において、分析物センサシステム８はまた、以前にトランシーバと
対になったことのある１つ以上の表示デバイスを特定する情報を記憶し得る。いくつかの
実施形態において、そのような情報は、単一の許可される表示デバイスを特定する情報が
記憶されるものと同じリストまたはメモリに記憶される。他の実施形態において、そのよ
うな情報は、異なるリストまたはメモリに記憶される。この情報を記憶することによって
、デバイスは、認証された通信をより迅速かつ効率的に形成することができる。
【０１６４】
　図８Ａ及び８Ｂは、本開示のある特定の態様による、単一の許可される表示デバイスを
含むリストに特定されない表示デバイスからのデータ接続要求を拒絶するための例示的な
システム及び方法を図示するフロー図を表す。いくつかの実施形態において、しかしなが
ら、複数の許可される表示デバイスがリスト内に存在してもよい。図８Ａは、分析物セン
サシステム８０１、第１の表示デバイス（ＤＤ１）８０３、及び第２の表示デバイス（Ｄ
Ｄ２）８０５を示す。図８の左側にある「リストに特定されるデバイス」と表記される垂
直方向の矢印８０５は、単一の許可されるリストに含まれるリストに現在記憶されている
表示デバイスを特定する。図示される例において、ＤＤ２　８０５は、図８Ａにおいてリ
ストに特定される表示デバイスである。図８Ｂにおいて、リストの内容は、ＤＤ２　８０
５から、なしへと変化し、ＤＤ１　８０３に変化する。
【０１６５】
　決して本開示の範囲を制限する意図を有するものではなく、例示の容易さのため、図８
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Ａ及び８Ｂの分析物センサシステム８０１は、図４に図示される分析物センサシステム８
を参照して記載される。同様に、第１及び第２の表示デバイス８０３１、８０５は、図４
に図示される表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０を参照して記載される。
【０１６６】
　図４と関連して、ＤＤ１及びＤＤ２が既に認証され、対になっていることを説明する。
第１の通信セッション８１０の開始時に、分析物センサシステム８０１は、第１の一連の
アドバタイズメント信号８１２の伝送を開始する。この段階で、ＤＤ１　８０３及びＤＤ
２　８０５の両方が、図４に関連して上述の対形成操作４１４及び４１６に従って分析物
センサシステム８と対になっている。しかしながら、ＤＤ２　８０５のみが、現在、単一
の許可される表示デバイスを含むリストにある。アドバタイズメント信号８１２が、ＤＤ
１　８０３及びＤＤ２　８０５の両方によって受信され得、ＤＤ２　８０５が、単一の許
可される表示デバイスを含むリストに特定される表示デバイスとなっている。図示される
例において、ＤＤ１　８０３は、分析物センサシステム８からアドバタイズメント信号を
受信し、データ接続要求８１３を伝送することによって先に応答する。ＤＤ２　８０５も
またアドバタイズメント信号を受信した可能性があるが、ＤＤ１　８０３よりも先に信号
に応答することはできない。したがって、ＤＤ２　８０５からの応答信号は、分析物セン
サシステム８のトランシーバ３１６によって受信または認識されない。第１のデータ接続
要求８１３に含まれるＤＤ１　８０３のＩＤを単一の許可される表示デバイスを含むリス
トに記憶された識別情報と比較することによって、トランシーバ３１６の無線ハードウェ
アレベルの機能を制御するプロセッサ（例えば、リンク層（ＬＬ）コントローラ）は、Ｄ
Ｄ１　８０３がリストに特定される表示デバイスではないことを判定し、無線ハードウェ
アレベルで第１の接続要求８１３を拒絶する。ある特定の実施形態において、分析物セン
サシステム８は、ＤＤ１　８０３に追加の接続要求の送信をやめさせる信号を伝送する。
他の実施形態において、ＤＤ１　８０３は、所定の時間内に第１のアドバタイズメント信
号に対する応答を受信しない場合、追加の接続要求の送信をやめる。
【０１６７】
　図示される例において、ＤＤ１　８０２からの第１のデータ接続要求８１３を拒絶した
後、分析物センサシステム８０１のトランシーバ３１６は、図８Ａに示されるように、第
１の無線通信セッション８１０の間、追加のアドバタイズメント信号の伝送を継続する。
追加のアドバタイズメント信号のうちの１つに応答して、ＤＤ２　８０５は、第２のデー
タ接続要求８１５を伝送する。プロセッサは、ＤＤ２　８０５が、単一の許可されるデバ
イスを含むリストに特定される表示デバイスであることを判定し、要求を承認する。デー
タ接続が完了すると、ＤＤ２　８０５は、分析物センサシステム８０１からのデータ８１
７（例えば、分析物データ）の要求を伝送し、分析物センサシステム８０１は、要求され
たデータ８１８をＤＤ２　８０５に伝送する。データ通信プロセス８１７、８１８の完了
後、分析物センサシステム８０１とＤＤ２　８０５との間のデータ接続が終了／閉鎖され
、分析物センサシステム８０１のトランシーバ３１６は、それをスリープモードに入らせ
ることによって起動解除される。
【０１６８】
　停止時間ＴＩｎａｃｔｉｖｅ（この間、図４に関して上述のように分析物センサ３１２
によって分析物測定が行われ得る）で示される停止期間の後、第２の通信セッション８２
０が、分析物センサシステム８０１のトランシーバ３１６が第２の一連のアドバタイズメ
ント信号８２２の伝送を開始することから始まる。今回は、ＤＤ２　８０５がアドバタイ
ズメント信号を受信し、第２のデータ接続要求８１５を伝送することによって先に応答す
る。第２のデータ接続要求８１５に含まれるＤＤ２　８０５のＩＤを単一の許可される表
示デバイスを含むリストに記憶された識別情報と比較することによって、分析物センサシ
ステム８１０のプロセッサは、ＤＤ２　８０５が現在許可されている表示デバイスである
と判定し、例えば、承認を示す信号８２６を伝送することによって、要求を承認する。デ
ータ接続が完了すると、ＤＤ２　８０５は、データ８２７の要求を伝送し、分析物センサ
システム８０１は、要求されたデータ８２８を伝送する。データ通信プロセス８２７、８
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２８の完了後、分析物センサシステム８０１とＤＤ２　８０５との間のデータ接続が終了
／閉鎖され、分析物センサシステム８０１のトランシーバ３１６は、それをスリープ／電
源が落とされたモードに入らせることによって起動解除される。
【０１６９】
　ある特定の所定の条件が満たされる場合、単一の許可される表示デバイスを含むリスト
は、別の表示デバイスが無線ハードウェアレベルで拒絶されることなく分析物センサシス
テム８に接続することができるように、消去され得る。この特徴は、リストにある現在の
表示デバイスがなくなった、または機能しない場合に、新しい表示デバイスとの接続を試
みるという問題を解決する。図８Ｂは、所定の回数（Ｎ）の無線通信セッション８３０１

～８３０Ｎ以内にリストに特定される表示デバイスからデータ接続要求が受信されない場
合に、リストが消去され得る１つの例示的なプロセスを図示する。図８Ｂに見ることがで
きるように、Ｎセットのアドバタイズメント信号８３２１～８３２Ｎが伝送され、データ
接続要求が、単一の許可される表示デバイスを含むリストに特定される表示デバイスであ
るＤＤ２　８０５から受信されない。これが発生すると、トランシーバ３１６の無線機能
を制御するプロセッサが、リストに記憶されたＤＤ２　８０５を特定する情報を消去する
。
【０１７０】
　後続の通信セッション８４０において、トランシーバ３１６は、アドバタイズメント信
号セット８４２を伝送し、今回は、第３のデータ接続要求８４５がＤＤ１　８０３によっ
て受信される。この段階では、単一の許可される表示デバイスを含むリストは空であるこ
とに留意されたい。第３のデータ接続要求８４５を受信すると、トランシーバ３１６の無
線機能を制御するプロセッサが、要求８４５を承認し、ＤＤ１　８０３を特定する情報を
リストに書き込む。ＤＤ１　８０３がリストに特定される限りは、ＤＤ１　８０３から受
信される後続のデータ接続要求は、無線ハードウェアレベルで拒絶されることなく承認さ
れることになる。
【０１７１】
　リストの消去が発生し得る別の所定の条件は、列挙される表示デバイスがリストから消
去されることを示す信号を列挙される表示デバイス（すなわち、リストに特定される表示
デバイス）から受信することである。これは、例えば、別の表示デバイスに切り替えよう
と望むユーザ（例えば、携帯電話１２０からカスタム表示デバイス１２０へ、またはその
逆も同様）が、現在列挙されている表示デバイスに、列挙されている表示デバイスをリス
トから消去するコマンドを明示的に入力する場合に生じ得る。別の可能性としては、列挙
されているデバイスが、例えば、電池レベルが少ないために電源が切れそうであると判断
すると、消去信号を自動で伝送することである。
【０１７２】
　上述のように、分析物センサシステム８はまた、同じリストまたは異なるリストのいず
れかにおいて、トランシーバと対になっている１つ以上の表示デバイスを特定する情報を
記憶するように構成される。そのような情報が分析物センサシステム８に記憶されない場
合、トランシーバと対になっている他の表示デバイスがないことを意味し、トランシーバ
は、少なくとも１つの表示デバイスがトランシーバと対になるまで１つ以上の表示デバイ
スからのデータ接続要求を受け続け、対になっている表示デバイスを特定する情報が、１
つ以上の以前に対になっている表示デバイスを記憶しているリストに記憶される。
【０１７３】
　図９Ａ及び図９Ｂは、本開示のある特定の態様による２つの別個のリストを利用する２
つの表示デバイス間の切り替えを促進するための例示的な手順を図示するフロー図を表す
。第１のリストは、１つ以上の許可される表示デバイスを特定する情報を含むためのもの
であり、第２のリストは、単一の現在アクティブな表示デバイス、すなわち、分析物セン
サシステムから分析物値を受信し、それを表示するために選択されている表示デバイスを
特定する情報を含むためのものである。第１のリストは、好ましくは、上述の無線ハード
ウェアレベルでトランシーバの機能を制御するプロセッサを伴うメモリに実装される。第
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２のリストは、第１のリストを含む同じメモリか、または異なるメモリに実装され得る。
【０１７４】
　決して本開示の範囲を制限する意図を有するものではなく、例示の容易さのため、図９
Ａ及び９Ｂの分析物センサシステム９０１は、図４に図示される分析物センサシステム８
を参照して記載される。同様に、第１及び第２の表示デバイス９０３、９０５は、図４に
図示される表示デバイス１１０、１２０、１３０、１４０を参照して記載される。
【０１７５】
　この段階で、ＤＤ１　９０３及びＤＤ２　９０５の両方が、図４に関連して上述の対形
成操作４１４及び４１６に従って分析物センサシステム９０１と対になっており、許可さ
れる表示デバイスを含むリストに存在する。しかしながら、ＤＤ２　９０５のみが、現在
、単一のアクティブな表示デバイスを含むリストに存在する。図示される例において、ユ
ーザが、分析物センサシステム９０１から分析物値を受信し、それを表示するための新し
いアクティブな表示デバイスとしてＤＤ１　９０３を選択することを決めたとする。図９
Ａに示される第１の通信セッション９１０の開始時に、分析物センサシステム８０１のト
ランシーバ３１６は、第１の一連のアドバタイズメント信号９１２の伝送を開始する。ア
ドバタイズメント信号８１２は、ＤＤ１　９０３及びＤＤ２　９０５の両方によって受信
され得る。図の左側に２つの垂直方向の矢印によって示されるように、この段階では、Ｄ
Ｄ１　９０３及びＤＤ２　９０５の両方が、１つ以上の許可される表示デバイスを特定す
る情報を含む第１のリストに特定され、ＤＤ２　９０５のみが、単一のアクティブな表示
デバイスを特定する情報を含む第２のリストに特定される。新たに選択されたアクティブ
な表示デバイスであるＤＤ１　９０３は、分析物センサシステム９０１からアドバタイズ
メント信号を受信し、分析物センサシステム９０１にデータ接続要求９１３を伝送するこ
とによって先に応答する。第１のデータ接続要求９１３に含まれるＤＤ１　９０３のＩＤ
を１つ以上の許可される表示デバイスを含むための第１のリストに記憶されたデータと比
較することによって、無線ハードウェアレベルでトランシーバ３１６の機能を制御するプ
ロセッサ（例えば、リンク層（ＬＬ）コントローラ）は、ＤＤ１　９０３が第１のリスト
に特定されることを判定し、承認を示す信号９１４をＤＤ１　９０３に伝送することによ
って、データ接続要求９１４を承認する。
【０１７６】
　ＤＤ１　９０３は、次いで、第２のリストに特定される表示デバイスの識別の要求９１
５を伝送する。分析物センサシステム９０１は、ＤＤ２　９０５が第２のリストに特定さ
れることを示す信号９１６を伝送することによって、要求９１５に応答する。信号９１６
を受信すると、ＤＤ１　９０３は、それが新しいアクティブな表示デバイスとして選択さ
れたことを示す信号９１７を伝送する。これに応答して、分析物センサシステム９０１は
、ＤＤ１　９０３が現在アクティブな表示デバイスであることを示すように、第２のリス
トを変更する。いくつかの実施形態において、分析物センサシステム９０１はまた、ＤＤ
１　９０３が今では第２のリストに特定されていることを示す信号９１８を伝送する。信
号９１９から、ＤＤ２　９０５に、表示デバイス９０５がもはやアクティブな表示デバイ
スではないことが通知され得、次の通信セッション中に表示デバイス９０５にアドバタイ
ズメント信号への応答をやめさせる、及び／または停止状態に入らせ得る。信号９１７（
及び可能性としては信号９１８も）の伝送後に、データ接続が終了され、トランシーバ３
１６は起動解除され、それによって、第１の無線通信セッション９１０が完了する。
【０１７７】
　停止時間ＴＩｎａｃｔｉｖｅ（この間、分析物センサ３１２から１つ以上の分析物測定
値が取得され得る）によって示される所定の停止期間の後、第２の無線通信セッション９
２０が、分析物センサシステム９０１のトランシーバ３１６が第２の一連のアドバタイズ
メント信号９２２の伝送を開始することから始まる。ＤＤ１　９０３が、アドバタイズメ
ント信号を受信し、第２のデータ接続要求９２３を伝送することによって先に応答する。
第２のデータ接続要求９２３を受信すると、分析物センサシステム９０１は、ＤＤ１　９
０３が第１のリストに特定されることを判定し、第２のデータ接続要求９２３の承認を示
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す信号９２４をＤＤ１　９０３に伝送する。ＤＤ１　９０３は、次いで、データの要求９
２５を伝送し、分析物センサシステム９０１は、要求されたデータ９２６を伝送すること
によって要求９２５に応答する。データ通信９２５、９２６の後、データ接続が終了され
、トランシーバ３１６は起動解除され、それによって第２の無線通信セッション９２０が
完了する。
【０１７８】
　図９Ｂは、本開示のある特定の態様による、現在アクティブな表示デバイスではない表
示デバイスが分析物センサシステム９０１にデータ接続要求を送信した場合に何が起こる
かを図示する。図示される例では、第３の無線通信セッション９３０において、ＤＤ２　
９０５は、分析物センサシステム９０１から伝送された一連のアドバタイズメント信号に
応答して、第３のデータ接続要求９３３を伝送する。第３のデータ接続要求９３３に応答
して、分析物センサシステム９０１は、ＤＤ２　９０５が第１のリストに特定されると判
定した後、第３のデータ接続要求９３３を承認し、承認を示す信号９２４をＤＤ２　９０
５に伝送する。ＤＤ２　９０５は、次いで、第２のリストに特定される表示デバイスの識
別の要求９３６を伝送する。分析物センサシステム９０１は、ＤＤ１　９０２が第２のリ
ストに特定されるという信号９３７を伝送することによって要求９３６に応答する。識別
情報９３７を受信すると、ＤＤ２　９０５は、表示デバイス９０５が新たに選択されたア
クティブな表示デバイスではないことを示す信号９３８を伝送する。これに応答して、分
析物センサシステム９０１はデータ接続を終了／閉鎖し、いくつかの実施形態においては
、トランシーバ３１６は、第２のリストを変更することなく起動解除され得る（すなわち
、スリープ状態に入れられる）。第２のリストは、第３の通信セッション９３０中に変更
されず、したがって、依然としてＤＤ１　９０３を現在アクティブな表示デバイスとして
特定するため、データ接続プロセス９４３及び９４５、ならびにデータ通信プロセス９４
６、９４７は、通常、図９Ｂに示される第４の無線通信セッション９４０中に生じる。
【０１７９】
　図９Ａ及び９Ｂのシステム及び方法では、１つのアクティブな表示デバイスのみが分析
物センサシステム９０１とのデータ接続を確立し、センサシステム９０１から分析物デー
タ等のセンサ情報を受信することが許可される。一般に、１つを上回る表示デバイスが分
析物センサシステム９０１とのデータ接続を確立することが許可され得る。しかしながら
、図示の容易さのため、１つのアクティブな表示デバイスのみが、図９Ａ及び９Ｂの例で
はデータ接続を確立することが許可される。いくつかの実施形態において、１つ以上の許
可される表示デバイスを含むリスト及び／または１つ以上のアクティブな表示デバイスを
含むリストは、所定の回数の無線通信セッションの間、リスト（複数可）にある表示デバ
イスから接続要求（複数可）が受信されない場合に、消去され得る。いくつかの事例にお
いて、パッシブデバイスに、分析物センサシステムと対になる、及び／またはそれに接続
することなく、分析物センサシステムから分析物データ及び／または他の情報を受信させ
ることが望ましい。図１０は、本開示のある特定の態様による、分析物センサシステム１
０１０、アクティブ表示デバイス１０２０、及びパッシブデバイス１０５０を含む、無線
データ通信システム１０００を図示する図である。図示される例では、分析物センサシス
テム１０１０は、センサ電子装置モジュール１０１２及び連続的グルコースセンサ１０１
４を備える連続的グルコースセンサシステムであり、アクティブ表示デバイス１０２０は
携帯電話であり、パッシブデバイス１０５０は、ユーザにインスリンを投与するためのイ
ンスリンポンプである。様々な理由のため、インスリンポンプ１０５０が連続的グルコー
スセンサシステム１０１０から伝送されるグルコース値を受信し、追跡することが望まし
い場合がある。１つの理由としては、グルコース値が閾値を下回ったときに絶縁投与を中
断する能力をインスリンポンプ１０５０に提供するためである。分析物センサシステム（
例えば、グルコースセンサシステム１０１０）との認証された通信チャネルを確立するこ
とを必要とすることなく、パッシブデバイス（例えば、インスリンポンプ１０５０）が所
望のデータ（例えば、グルコース値）を受信することを可能にする１つの解決策は、分析
物センサシステムから伝送されるアドバタイズメント信号に所望のデータを含めることで



(39) JP 6538704 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

ある。アドバタイズメント信号に含まれるデータは、分析物センサシステム１０１０と関
連する識別情報を有するデバイスのみがデータを復号できるように、符号化され得る。い
くつかの実施形態において、アクティブ表示デバイス１０２０は、アドバタイズメント信
号に含まれるデータを抽出し、それを使用する。他の実施形態において、アクティブ表示
デバイス１０２０は、アドバタイズメント信号に含まれるデータを抽出せず、代わりに、
表示デバイス１０２０が図４に関して上述の方式で分析物センサシステム１０１０とのデ
ータ接続を確立した後に、データを取得する。
【０１８０】
　図１１は、本開示のある特定の態様による、パッシブデバイスが分析物センサシステム
と対になるかまたは接続されることなく分析物センサシステムから所望のデータを受容す
ることを可能にするための例示的なプロセス１１００を図示するフローチャートである。
プロセス１１００は、開始状態１１０１で始まり、操作１１１０へと進み、ここで、分析
物センサシステム１０１０のトランシーバが、スリープモードを退出し、分析物値（また
はパッシブデバイスによって使用される他の情報）を含む一連のアドバタイズメント信号
の伝送を開始する。プロセス１１００は操作１１２０へと進み、ここで、パッシブデバイ
ス１０５０が、分析物値を含む第１のアドバタイズメント信号を受信する。ある特定の実
施形態において、アドバタイズメント信号に含まれる分析物値は、分析物値が分析物セン
サシステム１０１０と関連する識別情報を有することによってのみ読み出されるか、また
は復号され得るように、符号化される。一例として、ユーザは、以前に、分析物センサシ
ステム１０１０と関連するシリアル番号をパッシブ表示デバイスに入力済みである。プロ
セス１１００は操作１１３０へと進み、ここで、パッシブデバイス１０５０は、第１のア
ドバタイズメント信号から分析物値を抽出する。アドバタイズメント信号に含まれる分析
物値が符号化される実施形態では、抽出プロセスは、分析物センサシステム１０１０と関
連する識別情報の使用によって生成され得るキーまたはコードを使用して、符号化された
分析物値を復号することを伴う。パッシブデバイス１０５０は、抽出された分析物値を種
々の目的で使用し得る。例えば、パッシブデバイス１０５０がインスリンポンプである実
施形態では、抽出されたグルコース値は、デバイス１０５０のインターフェースに表示さ
れ、最適なインスリン投与速度を計算するため及び／またはグルコース値が閾値を下回っ
たときにインスリン投与を中断するために使用され得る。
【０１８１】
　プロセス１１００は操作１１４０へと進み、ここで、アクティブ表示デバイス１０２０
は、分析物センサシステム１０１０のトランシーバからアドバタイズメント信号を受信す
る。このアドバタイズメント信号は、パッシブデバイスによって受信されるものと同じか
、または異なるものであり得る。プロセス１１００は操作１１５０へと進み、ここで、ア
クティブ表示デバイス１０２０は、１つ以上のデータ接続プロセスを使用してトランシー
バとのデータ接続を確立し、その例は、図４、５、６、７、８Ａ、８Ｂ、９Ａ、９Ｂに関
連して上述されている。プロセス１１００は操作１１７０へと進み、ここで、アクティブ
表示デバイス１０２０は、１つ以上のデータ通信プロセスを使用して分析物センサシステ
ム１０１０から分析物値を要求し、それを受信し、その例は、図４、５、６、７、８Ａ、
８Ｂ、９Ａ、９Ｂに関連して上述されている。プロセス１１００は操作１１８０ヘと進み
、ここで、分析物センサシステム１０１０は、アクティブ表示デバイス１０２０とのデー
タ接続を終了し、分析物センサシステム１０１０のトランシーバをスリープモードに入ら
せる。プロセス１１００は操作１１１０へと戻って繰り返す。
【０１８２】
　本明細書に記載される主題の種々の実装が、デジタル電子回路、集積回路、特別に設計
されたＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、コンピュータハードウェア、ファームウェア
、ソフトウェア、及び／またはそれらの組み合わせで実現され得る。回路は、プリント回
路基板（ＰＣＢ）等に貼着され得、記載のように、種々の形態をとり得る。これらの種々
の実装には、特殊目的または汎用であり得、記憶システム、少なくとも１つの入力デバイ
ス、及び少なくとも１つの出力デバイスからデータ及び命令を受信し、そこにデータ及び
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命令を伝送するために接続される、少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサを含む
プログラム可能なシステムで実行可能及び／または解釈可能な１つ以上の非一過性コンピ
ュータプログラムにおける実装が含まれ得る。
【０１８３】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーション、またはコードとしても知られる）は、プログラム可能なプロセッサのための機
械命令を含み、高レベルの手続き型及び／もしくはオブジェクト指向プログラム言語、な
らびに／またはアセンブリ／マシン言語で実装され得る。本明細書に使用されるとき、「
機械可読媒体」という用語は、機械命令及び／データをプログラム可能なプロセッサに提
供するために使用される、機械命令を受信する機械可読媒体を含む、任意の非一過性のコ
ンピュータプログラム製品、装置、及び／またはデバイス（例えば、磁気ディスク、光デ
ィスク、メモリ、プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ））を指す。
【０１８４】
　本開示は図面及び前述の説明において詳細に例示及び説明されているが、そのような例
示及び説明は、例証または例示であり、制限と見なされるものではない。本開示は、開示
される実施形態に制限されない。本開示の実施形態に対する変化形が、特許請求される開
示を実施する際に、図面、本開示、及び添付の特許請求の範囲から当業者に理解され、実
現され得る。
【０１８５】
　本明細書に引用されるすべての参考文献は、参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる。参照により組み込まれる刊行物及び特許または特許出願が本明細書に含まれる本開
示に矛盾する範囲では、本明細書は、いずれのそのような矛盾する要素に優先する、及び
／または先行することが意図される。
【０１８６】
　別途定義されない限り、すべての用語（技術及び科学用語を含む）は、当業者にとって
通常かつ慣例的な意味が与えられ、本明細書に明示的に定義されない限り、特別またはカ
スタマイズされた意味に制限されるものではない。本開示のある特定の特徴または態様を
説明する際の特定の用語の使用は、その用語が本明細書で再定義されて、その用語が関連
している本開示の特徴または態様の任意の具体的な特性を含むように制限されることを暗
示すると見なされるものではないことに留意されたい。本出願に使用される用語及び語句
、ならびにそれらの変化形は、特に添付の特許請求の範囲において、別途明示されない限
り、制限とは対照的な制約のないものと見なされるべきである。前述のものの例として、
「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」という用語は、「限定することなく、含んでいる
」、「含んでいるが、限定されない」等を意味し、「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ
）」という用語は、本明細書に使用されるとき、「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」
、「含有している（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」、または「によって特徴づけられる」と同
義であり、包括的または制約のないものであり、追加の記述されていない要素または方法
ステップを除外するものではなく、「有する」という用語は、「少なくとも有する」と解
釈されるべきであり、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」という用語は、「含むが、限定されな
い」と解釈されるべきであり、「例」という用語は、議論されている項目の例示的な例を
提供するために使用され、完全なものでもそのリストを制限するものでもなく、「既知の
」、「通常の」、「標準的な」等の形容詞及び類似の意味の用語は、記載される項目を所
与の時期または所与の時点で利用可能な項目に制限するものと見なされるべきではなく、
現在または今後の任意の時点で利用可能であるかまたは既知であり得る、既知の、通常の
、または標準的な技術を包含すると解釈されるべきであり、「好ましくは」、「好ましい
」、「所望の」、または「望ましい」等の用語及び類似の意味の単語は、ある特定の特徴
が、本発明の構造または機能のために極めて重要である、必須である、またはさらには重
要であることを暗示すると理解されるべきものではなく、単に、本発明の特定の実施形態
に利用され得るかまたはされなくてもよい代替的または追加的な特徴を強調することを意
図するものである。同様に、「及び（ａｎｄ）」という接続詞で関連付けられる項目の群
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は、その項目のうちのありとあらゆるものが群内に存在することを要求すると解釈される
べきではなく、別途明示されない限りは「及び／または」と解釈されるべきである。同様
に、「または（ｏｒ）」という接続詞で関連付けられる項目の群は、その群の間で相互排
除を要求するものと解釈されるべきではなく、別途明示されない限りは「及び／または」
と解釈されるべきである。
【０１８７】
　ある範囲の値が提供される場合、上限及び下限、ならびにその範囲の上限と下限の間に
ある各中間値が、その実施形態に包含される。
【０１８８】
　本明細書の実質的にすべての複数形及び／または単数形の用語の使用に関して、当業者
であれば、状況及び／または適用に適したように、複数形から単数形及び／または単数形
から複数形に変換することができる。種々の単数形／複数形の置換は、明確さのために本
明細書に明示的に記載され得る。「１つの（ａ）」または「１つの（ａｎ）」という不定
冠詞は、複数形を排除するものではない。単一のプロセッサまたは他のユニットが、特許
請求の範囲に記述されるいくつかの項目の機能を満たし得る。ある特定の尺度が互いに異
なる従属請求項に記述されるという単なる事実は、これらの尺度の組み合わせを使用して
利益を得ることができないことを示すものではない。特許請求の範囲内の任意の参照記号
は、その範囲を制限するものと見なされるものではない。
【０１８９】
　具体的な数の導入される特許請求の範囲の記述が意図される場合、そのような意図は、
特許請求の範囲内で明示的に記述され、そのような記述がなければそのような意図は存在
しないことが、当業者によってさらに理解されるであろう。例えば、理解を助けるものと
して、以下に添付される特許請求の範囲は、特許請求の範囲の記述を導入する「少なくと
も１つの」及び「１つ以上の」という前置語句の使用を含み得る。しかしながら、そのよ
うな語句の使用は、同じ特許請求の範囲が、「１つ以上の」または「少なくとも１つの」
という前置語句と、「１つの（ａ）」または「１つの（ａｎ）」等の不定冠詞（例えば、
「１つの（ａ）」及び／または「１つの（ａｎ）」は、典型的には「少なくとも１つの」
または「１つ以上の」を意味すると解釈されるべきである）を含む場合ですら、「１つの
（ａ）」または「１つの（ａｎ）」という不定冠詞による特許請求の範囲の記述に関する
導入が、そのような導入される特許請求の範囲の記述を含む任意の特定の請求項を１つの
みのそのような記述を含む実施形態に制限することを暗示すると見なされるものではなく
、これは、特許請求の範囲の記述を導入するために使用される定冠詞の使用に当てはまる
。加えて、具体的な数の導入される特許請求の範囲の記述が明示的に記述される場合です
ら、そのような記述が典型的には少なくとも記載される数を意味すると解釈されるべきで
あることを理解するであろう（例えば、「２つの記述」というむき出しの記述は、修飾語
句なしで、典型的に、少なくとも２つの言及または２つ以上の言及を意味する）さらに、
「Ａ、Ｂ、及びＣ等のうちの少なくとも１つ」に対する従来的な類似形が使用される事例
では、一般に、そのような制限は、当業者が慣例を理解するという意味で意図される（例
えば、「Ａ、Ｂ、及びＣのうちの少なくとも１つを有するシステム」は、Ａ単独、Ｂ単独
、Ｃ単独、Ａ及びＢをともに、Ａ及びＣをともに、Ｂ及びＣをともに、ならびに／または
Ａ、Ｂ、及びＣをともに有する等のシステムを含むであろうが、これらに限定されない）
。「Ａ、Ｂ、またはＣ等のうちの少なくとも１つ」に対する従来的な類似形が使用される
事例では、一般に、そのような制限は、当業者が慣例を理解するという意味で意図される
（例えば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つを有するシステム」は、Ａ単独、
Ｂ単独、Ｃ単独、Ａ及びＢをともに、Ａ及びＣをともに、Ｂ及びＣをともに、ならびに／
またはＡ、Ｂ、及びＣをともに有する等のシステムを含むであろうが、これらに限定され
ない）。２つ以上の代替的な用語を表す事実上すべての離接語及び／または語句が、説明
、特許請求の範囲、または図面内であるかにかかわらず、それらの用語のうちの１つ、そ
れらの用語のいずれか、または両方の用語を含む可能性を企図すると理解されることが、
当業者によってさらに理解されるであろう。例えば、「ＡまたはＢ」という語句は、「Ａ
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」または「Ｂ」または「Ａ及びＢ」という可能性を含むことが理解されるであろう。
【０１９０】
　成分、反応条件等の量を表すすべての数字は、すべての事例において「約」という用語
によって修飾されているとして理解されるものとする。したがって、そうでないことが示
されない限り、本明細書に記載される数値パラメータは、おおよその値であり、取得が求
められる所望される特性に応じて多様であり得る。最後に、均等論の適用を本明細書に対
する優先権を主張する任意の明細書中の任意の特許請求の範囲に限定する試みとしてでは
なく、各数値パラメータは、有効桁数及び慣例的な四捨五入のアプローチを考慮して解釈
されるべきである。
【０１９１】
　さらに、前述のものは、明確さ及び理解の目的で例証及び例としていくらか詳細に記載
されているが、ある特定の変更及び修正が実施され得ることが当業者には明らかであろう
。したがって、説明及び例は、本発明を本明細書に記載される特定の実施形態及び実施例
に制限するものと見なされるべきではなく、本発明の真の範囲及び趣旨をもってのすべて
の修正及び代替手段を網羅するものである。
【符号の説明】
【０１９２】
８　センサシステム
１０　センサ
１２　センサ電子装置モジュール
１００　連続的分析物監視システム
１１０　表示デバイス
１１２　タッチスクリーンディスプレイ
１２０　携帯電話
１２２　タッチスクリーンディスプレイ
１３０　モバイル表示デバイス
１３２　タッチスクリーンディスプレイ
１４０　スマートウォッチ
１４２　タッチスクリーンディスプレイ
２０８　接着パッド
２１４　載置ユニット
２３４　基部
２３６　接触部サブアセンブリ
２３８　接触部
３１０　センサ測定回路
３１２　分析物センサ
３１４　プロセッサ
３１６　トランシーバ
３１８　メモリ
３２０　ＲＴＣ
３２０　リアルタイム時計
３３０　プロセッサ
３３２　ディスプレイ
３３４　メモリ
３３６　リアルタイム時計
３３８　トランシーバ
１０００　無線データ通信システム
１０１０　分析物センサシステム
１０１２　センサ電子装置モジュール
１０１４　連続的グルコースセンサ
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１０２０　表示デバイス
１０５０　デバイス

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９Ａ】
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